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－１６９－ 

福祉文教常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和３年９月８日（水） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    山田  強    副委員長  建石 良明 

        委  員    斧田 秀明          西田いく子 

                藤井千代美          本 博之 

                本  馨          中村 直幸 

                森田 忠彦 

        議  長    村井 浩二 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町 長  田中 祐二   教 育 次 長  池田 貴則 

        副 町 長  藤原  幹   秘書政策課長  東條 信也 
 
                        会 計 管 理 者         教 育 長  勝良 憲治           奥埜 哲生 
                        兼 会 計 課 長 

        政策総務部長  小角 孝彦   福祉介護課長  武部 勝浩 

        まちづくり推進部長  村上 正規   いきいき健康課長  松井  靖 

        健康福祉部長  子安 逸二   保険医療課長  松岡 健一 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  植木 友也 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第 ２号 令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（２）認定第 ５号 令和２年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（３）認定第 ６号 令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（４）議案第２８号 令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（５）議案第２９号 令和３年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（６）請願第 ２号 「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂をあらゆる埋立に使用しない

よう求める意見書」の提出を求める請願 
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午前 ９時３０分 開 会 

○山田委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、福祉文教常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席いただきまし

てありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 福祉文教常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、決算認定としまして認定第２号、

令和２年度太子町国民健康保険康保険特別会計歳入歳出決算認定についてほか２件、予

算案としまして議案第２８号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）ほか１件、以上、合わせまして５件の議案でございます。何とぞよろしくご審議い

ただき、ご認定並びにご議決賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございます

が、開会の挨拶とさせていただきます。 

○山田委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 これより委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件が３件、補正予算案件が２件、

請願案件が１件の計６件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 まず、決算認定案件の認定第２号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、認定第２号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

 それでは、まず、附属説明資料をお願いいたします。 

 １頁の歳入のほうから説明させていただきます。 

 表の一番下の歳入合計でございますが、１４億１千７６３万円、前年度に比べまして
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６千４６３万３千円、４.４％の大幅な減となっております。これは、歳出の保険給付

費が減少したことで、その財源として大阪府から交付される保険給付費等交付金も減少

したほか、被保険者数の減や保険料収入が減少したことが主な要因でございます。 

 次に、歳入の主な内容でございます。歳入の柱となる保険料は、トータルで３億１千

２９６万５千円で、前年度と比べ８５９万７千円、２.７％の減となっております。減

の主な要因ですが、医療の高度化や被保険者の高齢化などによる大阪府域での医療費の

増加や全国的な介護給付費の伸びに伴い、増加する事業費納付金への対応として保険料

率の引上げを行ったものの、被保険者数の大幅な減少とコロナウイルス感染症による影

響により減免を行ったことにより減少となったものでございます。 

 次に、国庫支出金５１６万５千円は、コロナウイルス感染症の影響による保険料減免

の財源措置として災害等臨時特例補助金が３６８万円で皆増となったほか、オンライン

資格確認に伴う電算改修に対する社会保障税番号制度補助金が１４８万５千円交付され

ております。 

 次の府支出金は９億６千９０２万７千円、前年度と比べて４千８３８万３千円、４.

８％の大幅な減となっております。減の要因といたしましては、国保の広域化に伴い、

平成３０年度から保険給付費給付等に必要となる財源は原則として大阪府から保険給付

費等交付金として交付されておりますが、令和２年度はコロナウイルス感染症の影響に

より受診控えがあったものと考えられ、歳出の保険給付費が前年度に比べ大幅に減少し

たことで保険給付費等交付金も減となっております。 

 次に、一般会計からの繰入金ですが、総額で１億２６１万７千円、前年度と比べて３

４０万７千円、３.２％の減となっております。減の主な要因といたしましては、出生

件数の減に伴う出産育児一時金と繰入金の減によるものでございます。 

 次に、基金繰入金は１千３００万円で、前年度と比べ３００万円、３０％の増となっ

ております。これは、平成３１年度から急激な保険料の上昇を抑制する目的として国民

健康保険財政調整基金から繰入れをしており、前年度は１千万円減でございました。 

 歳入の 後でございますが、諸収入で１６９万５千円、前年度と比べ７５万９千円、

８１.１％の増で、これは主に平成３０年度に実施した大阪府国民健康保険事業費納付

金のうち退職被保険者に係る概算保険給付費が精算により下回ったため、大阪府から返

還されたことが要因となっております。 

 以上が歳入の主な内容でございます。 
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 次に２頁をお願いいたします。歳出でございます。 

 歳出の主な内容ですが、まず、保険給付費で、総額が９億３千３５４万２千円、前年

度と比べまして５千３５９万９千円、５.４％の減となっております。減の主な要因は、

新型コロナウイルス感染症の影響と見られる受診控えが考えられ、一般被保険者に係る

療養給付費等では５千２８５万３千円、５.４％の減となっております。 

 なお、平成３１年度で退職者医療制度の経過措置は終了しておりますが、過年度に係

る退職者医療の療養給付金として前年度比較で５６万６千円の減の１万９千円を支出し

ております。 

 次に、事業費納付金ですが、総額で４億２千４２１万２千円、前年度と比べ１９２万

５千円、０.５％の微増となっております。これは、医療費の伸び率を踏まえた府内市

町村の事業費納付金、これは令和２年４月に行われた大阪府の国民健康保険料の本算定

でございますが、これにつきまして一般被保険者療養給付費分で４３４万４千円の増、

後期高齢者支援金分で３万２千円の増、介護給付費分では２１７万５千円の減となって

おります。 

 次に、保健事業費ですが、１千６６５万３千円、前年度と比べて４１万円、２.４％

の減となっております。 

 また、基金積立金では１千２７８万８千円、前年度と比べて１千２３９万６千円、４

９.２％の減となっております。 

 歳出の 後でございます。諸支出金でございますが、８６万４千円、前年度に比べ２

９１万６千円、７７.１％の減となっております。減の主な要因といたしましては、国

保の財政運営が広域化されたことで、療養給付費、国庫負担金等の受入れが太子町から

大阪府に変わったことで、本町の特別会計において、療養給付費、国庫負担金等の精算

の必要がなくなったことに伴い、国・府支出金等返還金が減となったものでございます。 

 以上、歳出合計１４億３５４万１千円で、前年度と比べて６千５７４万２千円、４.

５％の減となっております。なお、実質収支額では、１千４０８万９千円の黒字決算と

なっております。 

 次に、歳出の表の下に国民健康保険財政調整基金の状況を記載しております。令和２

年度末の基金残高は、前年度より２１万１千７１５円減の８千９８１万７千５０５円と

なっております。 

 次に、３頁をお願いします。 
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 被保険者並びに令和２年度中の被保険者の異動の状況を表しております。 

 ２、被保険者世帯数及び被保険者数の状況ですが、世帯数で４８世帯、被保険者総数

では１０３人の減少となっております。一般、退職被保険者ともに減少が続いておりま

すが、これは国民健康保険被保険者の高齢化に伴い、７５歳到達による後期高齢者医療

保険に移行される方が近年増加していることなどによるものでございます。 

 なお、退職被保険者等については、退職者医療制度の経過措置が平成３１年度をもっ

て終了しておりますので、３、退職被保険者等の世帯数及び被保険者数の状況は、世帯、

被保険者数ともにゼロとなりました。 

 次の４頁、お願いします。 

 こちらの頁は、３頁の被保険者の異動の状況をグラフにしたものでございます。 

 次に、５頁、お願いします。 

 ５、保険料収納状況でございます。表頭の右から３列目が令和２年度の収納率となっ

ております。一般被保険者の現年度分で９６.８％、前年度より０.４ポイントの上昇で、

１１年連続の上昇となっております。退職被保険者の現年度分は、経過措置終了により

被保険者がおられなかったことから、収納はございませんでした。 

 また、滞納繰越分は、年間を通じたコールセンターによる滞納者への納付勧奨や、大

阪府域地方税徴収機構と連携した収納対策など、この間の取組により滞納整理が進んだ

ことで滞納額自体が減少していることから、滞納繰越分で４５.５％の収納率となり、

前年度より２.７ポイントの上昇となっております。 

 次に、６、保険料の１世帯当たり及び１人当たりの額ですが、１世帯当たりの保険料

は１７万３千８３０円、１人当たりの保険料は１０万２千９９１円となっております。

１世帯当たり、１人当たりともに前年度に比べ保険料は上昇いたしております。 

 なお、参考でございますが、平成３１年度の一般被保険者１人当たりの保険料につい

ては、平成２９年度、平成３０年度と同じく、大阪府内で１１番目となっております。 

 次に、７、保険料の賦課状況、（２）保険料減免等の状況でございますが、非自発的

失業者に対する減免等のその他減免で２７件、金額にしまして３８７万６千２００円と

なっております。政令軽減につきましては、前年度より３３世帯減の合計９５２世帯、

国民健康保険加入世帯全体の５３.５％の世帯が軽減を受けているという状況でござい

ます。 

 次に、６頁をお願いします。 
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 ８、一般被保険者に係る医療給付金の状況でございます。令和２年度の医療給付費全

体の件数ですが、前年度と比べて４千２５２件、９.６％減の４万２千８４１件となっ

ております。また、費用額全体は１０億９千１７１万４千６４３円で、前年度と比べて

７千１３２万９千７４６円、６.１％の減となっております。 

 次に、７頁でございます。 

 ９、退職被保険者等に係る医療給付費の状況でございます。退職被保険者等につきま

しては、被保険者の状況の説明の際にも説明をいたしましたが、退職者医療制度の経過

措置が平成３１年度をもって終了しております。しかしながら、過年度に係る療養給付

費として前年度比較で５６万６千円減の１万９千円を支出しております。 

 後に、８頁、お願いします。 

 一般被保険者１人当たりの医療費の推移をグラフで表しており、３６万３千１７９円

で、前年度と比べ１万１千１５１円、３.０％の減となっております。また、平成３１

年度の数字ということになりますが、３７万４千３３０円となっており、これは一般被

保険者の医療費で、府内で３９番目という状況でございました。 

 それでは、決算書のほうをお願いいたします。 

 ２３０頁、２３１頁をお開きください。まず、歳出のほうからご説明いたします。 

 １款総務費でございます。１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額９０３万４千

７９１円。一般管理事業の主なものは、被保険者証等の印刷、郵送料、電算システムプ

ログラム変更委託料、国民健康保険団体連合会への電算委託料、第三者行為、交通機構

になりますが、に係る求償事務手数料並びに国民健康保険団体連合会への市町村負担金

となってございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額６３５万８４円。賦課徴収事業の主なものと

しましては、納付書及び関係書類の印刷費、郵送料、口座振替手数料やコンビニ収納代

行業務委託料、マルチペイメントネットワーク協議会負担金となっております。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、支出済額８万４千３７８円。２３２、２３３

頁をお願いします。令和２年度の国民健康保険運営協議会２回の開催に係る委員報酬等

でございます。 

 次に、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、支出済額７億

９千万７千５８６円、対前年度比６.１％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、支出済額１万９千２６４円、対前年度比９６.８％
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の減となっております。一般被保険者療養給付費の減の主な要因は、被保険者数の減少

もさることながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受診控えがあり、受診件数

や１人当たりの医療費も前年度と比べ大幅な減に転じたことから、医療給付費も減とな

ったものでございます。 

 また、退職被保険者等療養給付費は、退職者医療制度の経過措置が平成３１年度で終

了したものの、経過措置期間中に発生した過年度の療養費の給付があったものでござい

ます。 

 ３目一般被保険者療養費、支出済額１千８１６万９千６３９円、対前年度比１５.

９％の増となっております。 

 ４目退職被保険者等療養費につきましては、支出はございませんでした。 

 ５目審査支払手数料、支出済額１９８万３千３３２円、対前年度比４.３％の減とな

っております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、支出済額１億１千８７３万９千１６

４円、対前年度比０.６％の微減となっております。 

 ２３４、２３５頁をお願いします。２目退職被保険者等高額療養費については、令和

２年度は支出はございませんでした。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、支出済額４万９千１６２円、対前年度比１５.

４％の減となっております。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費については、これにつきましても令和２年度

は支出はございませんでした。 

 ３項助産諸費、１目出産育児一時金、支出済額１６４万８千円は、被保険者が出産し

たときに出産した子ども１人につき４２万円が出産育児一時金として支給されるもので、

令和２年度は４人となっております。 

 ４項葬祭諸費、１目葬祭費、支出済額１０５万円は、被保険者の方が亡くなられたと

きに葬祭費が支給されます。令和２年度につきましては２１件となっております。こち

らは１件当たり５万円の支給でございます。 

 ５項精神・結核医療給付金、１目精神・結核医療給付金、支出済額１８７万５千６９

４円は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の精神通院医療費及び感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療費に関する法律に基づく結核医療費に係る本人負担分を任

意給付するものでございます。 
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 ６項移送費につきましては、一般及び退職被保険者ともに昨年度に引き続き令和２年

度も支出はございませんでした。 

 ２３６、２３７頁をお願いします。 

 ７項傷病手当金、１目傷病手当金につきましては、令和２年度は支出はございません

でした。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金は、本町が収納しました保険料や一般会計から

の保険基盤安定繰入金などを大阪府に納付するための納付金となっております。 

 １項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分、支出済額２億９千５４７万２千

１０１円、対前年度比１.５％の増となっております。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、支出済額９千

３９１万３千５１２円、対前年度比については微増となっております。 

 ３項介護納付金分、１目介護納付金、支出済額３千４８２万６千５５７円、対前年度

比５.９％の減でございます。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目その他共同事業拠出金、支出済額１

９５円は、次の２３８頁、２３９頁、お願いします。これは退職者医療に係る事務費拠

出金でございます。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費、支出済額２４１万１千５００円

は、エイズ予防パンフレットの作成費及び医療費通知を年６回実施した費用と、これに

対する郵送料のほか、総合健康診断、人間ドックの委託料として半額補助を行っており

ます。令和２年度の人間ドックの受診者数は、８５件の実績でございます。 

 ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、支出済額１千４２４万１千

５４１円は、特定健康診査受診者８２７人分に対する費用のほか、特定保健指導に関す

る費用を支出しております。令和２年度の特定健診受診率は、７月末時点に、ちょっと

古いんですけれども、３６.７％となっております。 

 なお、受診率の数値につきましては国から確定数値がまだ公表されておられませんの

で、今後変更されることもある点につきましてご留意いただきますようお願いいたしま

す。 

 ２４０、２４１頁をお願いします。 

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、支出済額１千２７８万

８千２８５円は、財政調整基金への積立金となっております。 
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 ７款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額１万２千４７９円は、年間を通じて保

険給付費等の支払いに係る資金不足を補うため、財政調整基金の振替運用に係る利子で

ございます。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者還付金、支出済額６１

万２千１１０円は、過年度に係る１２件分の保険料還付金でございます。 

 ２目退職被保険者等保険料還付金の支出はございませんでした。 

 ３目償還金、支出済額２５万２千円は、国、府への返還金でございます。 

 ９款予備費につきましては、退職被保険者療養給付費の過年度診療に係る請求が確定

したため、２款保険給付費、１項療養費、２目退職被保険者等療養費に１万円を流用し

ております。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続きまして歳入でございます。恐れ入りますが、２２４、２２５頁をお願いします。 

 １款国民健康保険料、１項国民健康保険料、１目一般被保険者国民健康保険料の現年

分で、１節医療給付費分の収入済額が２億８１０万５千５６０円、２節後期高齢者支援

金分で６千７６２万５２３円、３節介護納付金分で２千４２６万５９７円の収入となっ

ており、これらを合わせた現年分の収納率は９６.８％となっております。 

 また、滞納繰越分としまして、４節医療給付費分で８４９万７千９９３円、５節後期

高齢者支援金分で２９０万７千７４１円、６節介護納付金分で１５７万２千９６７円の

収入となっております。 

 なお、滞納繰越分のうち不納欠損額として２７７万３千２２０円を処理しております。

これらの不納欠損処理につきましては、転出等による居所不明や死亡等で整理のついた

もののほか、生活困窮、破産による財産処分により徴収不可能な保険料について処理を

しております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険料は、平成３１年の経過措置終了の収納はございま

せんでした。 

 次に、２款一部負担金の収入もございませんでした。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、収入済額１６万６千５０円は、全額が２目の督

促手数料の収入となっております。 

 ４款国庫支出基金、１項国庫補助金、２２６、２２７頁をお願いします。１目システ

ム開発費等補助金、収入済額１４８万５千円は、社会保障税番号制度システム開発整備
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費補助金で、２目災害等臨時特例補助金、収入済額３６８万円は、新型コロナウイルス

の感染症の影響により著しく所得が減少した国民健康被保険者を対象に減免を適用した

保険料に対する国庫補助金でございます。 

 ５款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、収入済額９億６千７６５万

２千１５４円は、本町が行う保険事業に必要な財源として大阪府から交付されたもので

ございます。 

 １節保険給付費等交付金の府交付金、収入済額９億４千５９１万１５４円となってお

ります。 

 ２節保険給付費交付金の特別交付金で、収入済額２千１７４万２千円は、国の保険者

努力支援制度に係る交付金や特別調整交付金、特定健診に係る国及び府の負担金でござ

います。 

 ２目国保事業助成補助金、収入済額１３７万４千７４９円、これは経過措置期間中の

老人医療費助成事業のほか、重度障がい者やひとり親家庭に乳幼児医療助成の実施に伴

う医療費負担の増加に対する府補助金となっております。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、収入済額２万５３３円は、

財政調整基金より生じました預金利子となっております。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、収入済額１億２６１万７千１

６２円、１節保険基盤安定繰入金、保険料軽減分で４千９２５万３千５２４円、保険料

軽減世帯に対するものとなっており、対象は９５２世帯分となっております。 

 ２節保険基盤安定繰入金保険者支援金分で２千７６８万３千４１０円、これは保険料

軽減の対象となる１人当たりの保険料調定額の割合に応じて支援されるものとなってお

ります。 

 ３節職員給与費等繰入金１千３３９万２千９９２円は、一般管理費及び賦課徴収費等

の事務費に充当しています。 

 ２２８、２２９頁をお願いします。 

 ４節出産育児一時金等繰入金３０８万円は、出産育児一時金の地方財政措置されてい

る分の３分の２を繰り入れております。 

 ５節財政安定化支援事業繰入金３６６万３千７５０円は、６０歳以上の高齢者の割合

に応じて地方交付税措置されたものを繰り入れているものでございます。 

 ６節その他一般会計繰入金５５４万３千４９２円は、毎年８月と２月に実施しており
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ます集団健康診査と同時に受診できるがんセット検診に係る費用や、保険料の町独自減

免等に対する費用、地方単独事業実施に係る国庫負担金減額の補塡分でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１千３００万円は、大阪府が行う平成３１

年度の統一及び標準保険料率の本算定により、本町被保険者１人当たり保険料が前年度

に比べ約６％の上昇が見込まれたことから、急激な保険料を抑制する目的で基金から繰

入れを行ったものでございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目前年度繰越金、収入済額１千２９７万９千７５２円は、

平成３１年度決算の歳入歳出差引残額を繰り越したものでございます。 

 ９款諸収入でございますが、１項延滞金加算金及び過料は９９万４千６９３円で、全

額が１目の一般被保険者に係る延滞金となっております。 

 ２項雑入でございます。１目雑入、収入済額６９万９千９９２円、これは第三者行為

の交通事故による返還金のほか、主に平成３０年度に支出した退職被保険者に関わる概

算保険給付費が精算により下回ったため、大阪府から返還されたことが要因になってお

ります。 

 以上、簡単ではございますが、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の説明につきましては、以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○山田委員長 ただいま、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 先ほどのちょっと説明の中で、太子町の保険料が府内で１１番目というふう

な形で説明があったんですけれども、この水準的に見るとちょっと高いかなというふう

な形なんですけれども、どうしてそういうふうになっているか教えていただけたら。 

○松岡保険医療課長 なぜ保険料が高いのかというご質問でございます。 

 太子町ですけれども、府内の中でも比較的被保険者一人ひとりの所得の水準が高いの

かなというふうに考えております。 

 仮に令和６年度に統一の保険料になったとしても、やはり比較的高所得の方の層が多

い関係上、１人当たりに直していきますと、保険料につきましては他の地域に比べて高

くなる傾向が出てくるのかなと思います。 
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 ちなみに、太子町を除く上位の保険料、１人当たりの保険料の高いところなんですけ

れども、これは北摂の地域に固まっているのかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 それでは、続きましてなんですけれども、先ほどの説明の中でも、逆に医療

費のほうですね。こちらのほうは何か府内で３９位ということで、かなりこれは低いと

いう状況なんですけれども、そこら辺の要因について教えていただけたら。 

○松岡保険医療課長 委員おっしゃいますように、１人当たりの医療費で申しますと一般

被保険者の方で１人当たり３７万４千３３０円になっていまして、府内で３９番目でご

ざいます。 

 この医療費が低い理由でございますけれども、やはり保険医療課だけのことではなく

て、介護部門あるいは健康増進部門の課と連携しております健診をはじめ、そういうよ

うな様々な保険料、こういうものが連携しながらやっている事業の効果が合わさって、

医療費が結果的に３９番目になっているのかなというふうには分析しています。 

 以上です。 

○斧田委員 今の太子町の中での取組というんですか、保健事業だけではなくて介護部門

とかそういうふうなところとの連携ということで、できるだけ高額医療にならないうち

に、早い段階で医療のほうとのつながりができているということですので、そこら辺、

課をまたいだ形になるかもわからないけれども、これからも頑張っていただけたらなと

思います。 

 それと、続きまして、決算のこの説明のところではないんですけれども、こういうふ

うな医療費で使われる近隣の、いわゆる病院というんですか、ちょっと規模の大きいと

ころの中で、太子町民というんですか、どういうふうな病院を使われているのかなとい

うのがもし分かれば教えていただけたらなと。 

○松岡保険医療課長 近隣の病院で太子町の被保険者の方が利用されている状況がどこが

多いのかという質問です。 

 これにつきましては、今一応、すいません、どこの病院が一番利用しているかという

データは持っていない状況です。 

 ただ、もうこれはちょっと参考になるかどうかが分かりませんけれども、人間ドック

の半額助成に利用されている病院としましては、ＰＬ病院は受診されている方の７割以

上を占めていると。続きまして、富田林病院。あと、香芝の生喜病院。そちらのほうも
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使われているのかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 あと１つなんですけれども、大阪府内で統一の保険料というような形の中で、標準保

険料について今の状況を聞かせていただけたらなと思うんです。 

○松岡保険医療課長 標準保険料率、あと統一保険料率がございます。 

 標準保険料率と統一保険料率なんですけれども、今の現状では、令和３年度につきま

しては、標準保険料率を採用している市町村はございませんでした。逆に、統一保険料

率を既に利用されている市町が１３団体ございます。これは岸和田市のほか池田市、貝

塚市、守口市、泉佐野市、大東市、柏原市、高石市、藤井寺市、島本町、忠岡町、阪南

町、岬町の１３市町になっています。 

 ちなみに、令和２年度は統一保険料率採用が８市町でございました。それプラス標準

の保険料率を採用しているのが６市町ございました。 

 標準保険料率というのは、公費による激変緩和、これが反映された料率でございます。

令和３年度におきましては、この標準保険料率を採用している市町村はございませんで

したので、今後の流れとしては順次統一の保険料を採用していくのかなというふうに思

われます。 

 以上でございます。 

○子安健康福祉部長 今、松岡課長のほうから説明がありましたように、令和３年度につ

きまして標準保険料率を採用している団体はないという説明をさせていただきました。 

 既に予算の際にご説明のほうはさせていただきましたが、個別の公費による激変緩和

は統一保険料率と標準保険料率のほか、二重の目標値というんですか、基準となる部分

があり、逆に統一料率を引き上げているという状況もあったことから、令和３年度から

は個別の公費による激変緩和を、これ、ふだんからやっているのではなくて、統一保険

料率を充てるために統一保険料率の算定にその分を全部投入するという形に公費を振り

替えさせていただいて、当初予算にもご説明させていただいた内容です。 

 したがいまして、統一保険料率、標準保険料率、これ、言葉としてはあるんですけれ

ども、大阪府においては同一の料率になっているという点だけちょっと補足させていた

だきます。 

 以上です。 
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○斧田委員 以上です。 

○山田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

○西田委員 附属説明資料の５頁、収納率が毎年向上しているとおっしゃいましたが、こ

れは取立てを厳しくしているのか、どういった理由で収納率が上がっているんですか。 

○松岡保険医療課長 収納率の向上の理由というご質問でございますけれども、これにつ

きましては、収納率が年々上がってきておりますけれども、１つは税務と連携した徴収

機構もありますけれども、今現在保険医療課にコールセンターを設置しております。そ

のコールセンターは、一応、滞納繰越し分とかもありますけれども、現年度から滞納に

落ちないように２か月で１度程度、お忘れではないですかというような納付の勧奨の電

話、また、お手紙等を送らせてもらいまして、収納率につきましてはこのような状況を

踏まえ上昇していくのかなというふうに考えております。 

○西田委員 昨日の税のときにも言いましたけれども、こういう努力が収納率アップに上

がって、それで、取り立てられて大変やったとか、そういう話は届いていませんので、

今言うたように納付勧奨、お忘れではないですかという丁寧な勧奨が収納率に上がって

いるのであったら、いろんなお金をもらわなあかんところはコールセンター、独自に持

つのは中々難しいんですが、でも、そうやって住民さんに声をかけていくのが大切なん

やなというのを改めて、この収納率アップで思いました。今後もよろしくお願いします。 

 それと、ちょっとね、出産育児一時金の２３５頁で、４人で１人４２万円で、その計

算、掛け算は合わへんということで、これはどういった理由なんでしょう。 

○松岡保険医療課長 出産育児一時金の繰出しのほうですかね。支出のほう。すみません。 

 支出のほうにつきましては、説明では。 

○子安健康福祉部長 西田委員のほうからのご質問でございます。４２万円の倍数になっ

ていないのはなぜかというご質問やったんですけれども、この４２万円につきましては、

当初は、過去においては被保険者ご本人さんのほうに直接町のほうから償還払いという

か、直接お支払いしていたんですが、今、ちょっと名前を忘れたんですけれども、出産

のために入られている病院のほうにお支払いさせていただくという制度も設けておりま

す。その際に、出産費用が４２万円以下になるケースが当然出てきますので、必要な額

は病院のほうにお支払い、４２万円のうちお支払いさせていただきますが、残りの分に

つきましては、後日ご本人さんから残りの分についてご請求をいただいてお支払いする

という形になります。その際に、支払い時期が増えてくるケース等々もございますので、
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今回、この決算においては、４２万円の倍数にきちんとなっていないというふうにご理

解いただければと思います。 

○西田委員 そうですね。４２万円ではもう足りないよというのが、今現状みたいですけ

れども、この辺りやったら羽曳野病院が案外出産の費用が安くつくなんていうのがあり

ますので、そういった差額が出ているんだなというふうに。分かりました。 

 葬祭費は、割り算したらそのままの数字やったのにと思ったので、ごめんなさい、お

尋ねしました。 

 それと、附属説明資料で、１人当たりの医療費の推移が１万円も下がったではないで

すか。それってすごいなと思うんですけれども、これ、太子町が国保をきっちり持って

いたら、この下がった分て余ったお金として基金をきちっと積むぐらいのことになった

と思うんですけれども、これは、そしたら、これだけ下がって、太子町だけではないと

思うんですよ、コロナの影響で受診控えがあったというから、この年度の大阪府は基金

を積み増したことになるんですか。 

○松岡保険医療課長 大阪府は積み増したというところなんですけれども、積みますかと

いうご質問なんですけれども、今現在、大阪府全体の決算が出ていないので、はっきり

したことは申し上げられません。太子町と同じく審議会による給付費が少なければ、市

町村が収めている事業費納付金につきましても、単純に考えると余るというようなこと

になりますけれども、次年度以降にまたコロナウイルス感染症の状況が好転した場合に

備えて、財政安定化基金等に繰入れする可能性が高いと思います。 

 ただ、はっきりまだ確定したことではございませんので、その辺りちょっとご留意の

ほうよろしくお願いいたします。 

○西田委員 それ、確定したらまた教えてくださいね。本当に、太子町が持っていたら、

余ったら、先ほど言いましたけど介護であったり、医療であったり、各種の連携で、予

防とか頑張ってはるから、それで医療費を抑えて、少なく済んで、そしたら今度の、次

年度の国保料は引き下げましょうかとか、据え置きましょうかということになったけれ

ども、統一に進んでいるんだったら、そこら辺の融通が利かず、もしかしたら大阪府が

貯金しても、それ、中々分からない状況になっているんやなというのが改めて感じまし

た。今後、分かったらまた教えてください。 

 それと、本当にもう高過ぎる国民健康保険料、介護保険料。もう介護保険料、国民健

康保険料という前にはもう、その修飾がつくぐらいに、本当に高いと思うんです。 
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 また、国保を払っている人も、６４歳までの介護が一緒に入っているのと６５歳を過

ぎて介護と国保が別になったのではお金がちょっと変わってくると思うんですけれども、

大体どれぐらい払っているかなというのをちょっとお尋ねしたくて、後期高齢者医療、

これも１人当たりになるので中々ですけれども、でも、軽減がかかれへんかったら７万

円、年額ぐらいかな、それぐらい払うことになっていて、介護保険、うちでいけば前年

の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額８０万円超の人、ここになるともう既

に基準額、全然減免がなくて年額７万７千７６０円になるというんですけれども、国保

であったら６４歳までの国保料の中に介護が合算されているのと、６５歳以上になって

介護が別になったときの保険料はお一人幾らぐらいかちょっと分かりますか。分かった

らちょっと教えてくれますか。 

○松岡保険医療課長 国民健康保険に入っておられる被保険者の介護納付金、介護保険料

に係る分のご質問かと思います。 

 これにつきましては、仮に、６４歳までなんですけれども、６５歳で介護保険料を計

算するとどうなるのかという資料は今持ち合わせておりません。 

 これを計算すると、これも仮定の保険料になりますけれども、単身世帯の年金収入１

９０万円やったとして保険料賦課に係るただし書所得は所得控除がマイナス１１０万円、

そして基礎控除が４３万円、それが引かれます。これでただし書所得については３７万

円をベースに所得割を計算します。介護分につきましては、令和２年度で所得割が２.

４１７％、均等割が１万５千５００円でございます。このただし書所得にしますと、５

割軽減が適用されるので、保険料の額につきましては、１万６千８３０円が年額となり

ます。 

 これが、もう一つ質問がございましたけど、ちなみに６４歳未満であるとすれば、軽

減がなくなる、すいません、所得控除が変わりますので、３万１００円が年額というこ

とになってございます。 

 あくまでも仮に計算した数字なので、ご参考にという程度でよろしくお願いいたしま

す。 

○西田委員 ありがとうございました。 

 １０回払いと、月何ぼやというたら、これは割る１２をすればいいのかなということ

で、ありがとうございます。 

 それだけ払っているんやて、それは国保だけで済まず、介護保険料やったり後期高齢
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者医療だったり、今、保険が命奪うのと違うかというぐらいに高くなっているというこ

とに、もう一つ、もうちょっと数字を伺いました。 

 一般会計で聞き忘れたんですけれども、その他一般会計からの繰入金。この内訳を教

えてください。町の独自減免は引き続きやっているのか、ちょっとその辺りを教えてく

ださい。 

○松岡保険医療課長 その他繰入れの内訳ということですけれども、一般会計から繰り出

し、国のほう繰入れさせていただいている分としまして、集団健診をやっておりまして、

その際にセットでがん検診もやっておりますので、その費用で１７３万４千８１０円と

なってございます。 

 次に、保険料の町独自減免に係る費用で２００万円。なお、減免世帯数は、先ほど資

料で説明させていただきました。 

 あとにつきましては、地方単独事業実施に係る国庫負担減額分で、１８０万８千６８

０円。以上が内訳となってございます。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 そんなに額が多いかというと違うんですけれども、中々もう府の標準、統一保険料率

に合わせていく中で、中々独自分の一般会計からの繰入れをもう控えている自治体が大

分増えてきた中で、太子町は守り続けていただいているということで、ありがとうござ

います。 

 ただ、本当にね、これ、統一保険料になったら、これを入れるのかどうかによって随

分変わってきますので、その辺りは統一保険料になるのはいかがなものかなと思って考

えている１つです。 

 コロナ禍で受診控えがありましたと言いましたら、病院に行って感染症にもしかかっ

たらというのも怖くてというのもあると思うんですけれども、仕事が少なくなって、収

入も減って、だから行かんとこうかな、病院行かれへんなという人も増えているかなと

思うんですけれども、そういう１つの目安として資格証明書や短期保険証があるんです

けれども、これはどうなっていますでしょうか。ここから増えているとか減っていると

か見えていますか。 

○松岡保険医療課長 はい、コロナウイルス感染症による受診控えでどうなのかという。

短期証及び資格証明書、どのような状況かというご質問かと思います。 

 短期証と被保険者証の人数でございますけれども、現在のところ、４１世帯が短期被



－１８６－ 

保険者証を出している世帯でございます。比較すると、前年度が６９世帯になっている

ので、逆に減少しております。資格証明書については、本町のほうですけれども、これ

までどおり発行していないという状況でございます。 

 なお、短期証の方、世帯であっても、高校生以下につきましては１年証を交付してい

るという状況になっています。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 減っているというのは、１つ収納率が上がっているというのもありましたけど、やは

り勧奨して今まで払っていない人も払えていることもあるのかなとは思っています。 

 それで、そこから数字では増えていないことですということですけれども、コロナ減

免がやられていますが、この数字をちょっと教えていただきたいんです。 

 附属説明資料の５頁がこの数字になるのかしら。 

○松岡保険医療課長 委員がおっしゃっていますとおり、５頁に新型コロナウイルス感染

症の都道府県別の状況を書かせていただいています。３１年度、これ、３か月しかござ

いませんでしたので、件数的には４件、金額はこの数字となっております。 

 令和２年度につきましては、丸々１年ということで２８件。金額的に５５０万円弱と

いうことになってございます。 

 なお、令和３年度ですけれども、今、手元にございますのが、令和３年度は、まだ数

は、今のところ。令和３年度、まだちょっと途中なんですが、数が５件ですかね。件数

としては５件ございます。これ、金額は。すいません、今のところ、ちょっと金額、ま

だ確定はしておりません。という状況です。 

○西田委員 令和２年度１年間でこれだけの人数ということですけれども、２８人で介護

で１８人。ごめんなさい、人かな、世帯かな。ということは、若い世帯でも減免を受け

ているという数字なのかなと思うんですが。そうか、６５歳以上の方もいらっしゃると

いうことになるのかな。その減免の状況がこんな状態で、５４９万７千５２０円。これ

は全額国の制度ですからね。国から入ってくる金額になるんですか。 

○松岡保険医療課長 今のご質問で、全額国費対応かということなんですけど、実際のと

ころは、今、私が計算しましたところ、４分の３が国費になると思います。残り４分の

１は国の２号特別費というのかな、地方税交付金措置されているという状況でございま

す。 

○西田委員 それで、太子町の負担はないということですね。 
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○松岡保険医療課長 はい。おっしゃるとおりでございます。 

○西田委員 本年度の、令和３年度で５件と言いましたけれども、そのうち、私、数件、

このコロナ減免でお付き合いしたんですけれども、本当に国保だけの問題ではないでは

ないですか。本当に、３割減って、まだ３割減っているような人って、もう本当生活大

変やろうなと思うんですけれども、その場合、ほかにもいろいろな制度があるんですけ

れども、国保に来たから国保で終わりではなくて、ほかの窓口も紹介していただいてい

るんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 コロナウイルス感染症に係る減免を受けた後、なお生活困窮に陥る

という状況がどう対応しているのかというご質問かと思います。 

 当然窓口のほうで減免申請を受けていただきながら、なお生活困窮等々の状況、もし

くは病気等の状況が、丁寧に説明させていただきまして、聞き取りをさせていただいた

結果、必要に応じて、生活困窮であれば子ども家庭センター、生活保護のほうにつなげ

ますし、あとは社会福祉協議会のほうで一時的な貸付金等もございますので、その辺り、

どのような制度が利用できるのかということを被保険者の方にご案内させていただいて

いるという状況でございます。 

○西田委員 本当に、もうこれ、国保だけではないと思うので、今おっしゃっていただい

たように、ほかにある制度を使えるように紹介はお願いしたいと思います。 

 ちょっと何かで、私、１つ失念していたのが、介護保険も私は含まれた国保料を払っ

ているから気がつかなかったんですが、国保で減免を受けたら６５歳以上の介護保険の

人も減免を受けられるのにそこを紹介せず、後になってしまったことを残念に思ってい

るんですが、担当課のほうでもそこを１つ付け加えていただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 本当にね、国保も大変で、１つには生活が大変ということもあって、でも、府の統一

に向かってもう着々と進んでいて、太子町の職員さんの努力、担当課の努力もあって、

何とか大阪府で出された数字に持っていったら、もう一遍に上がっちゃうから、基金を

使いながら緩やかに、本当は基金全額投入してでもまけてほしいんですけど、安くして

ほしいんですけど、６年後といわれる期限までには合わさなあかんということで、その

ぎりぎりのラインで頑張っていただいているのは分かっているんですが、もうコロナで

ここに来て、この令和６年度からでしたっけ、そんなん無理と違うんという大阪府内の

自治体が声を上げ出していて、ちょっともうちょっと延期してほしいって、もう６年と
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言わずもうちょっと先にしてほしいという自治体もありますし、減免制度、うちであっ

たら町独自、市町村独自でやっているの、これ本当に外したら、住民さん、払われへん

ようになって、今、太子町、収納率が上がってきたと言っていますけど、払われへん住

民さんが増えたら、それ、また国保料が上がることにもなるから、独自減免、もう続け

させてくれという自治体も上がっているんですけれども、太子町としても何か声を上げ

ていますか。本当にね、６年でそろえるというのは、もう値上げしか見えてこないので、

それを抑えるために町独自でありながら大阪府にお願いしていることがありましたら、

教えてください。 

○松岡保険医療課長 委員おっしゃいますとおり、確かに大阪府の国民健康保険運営方針

の策定に係る市町村に対するこの考え方を多分おっしゃっているということで、この中

では、特に自治体が交付関係に剰余金が出た場合、今現在は財政調整基金を、各市町村

ですけど、積立ては可能ですけれども、逆に市町については府内共通基準がある保険事

業等の実施に限定されている状況ということで、これを積み立てている基金に対して新

たな事業を行うのはちょっとしんどいと、困難であるということはお聞きしています。 

 太子町ですけれども、確かに令和６年度に向けて現在統一保険料に近づけるべく、た

だ、急激な上昇を避けるために大体標準の保険料率の割合の半分のパーセンテージ程度

で、今、保険料を上げさせていただいている状況になります。 

 この先、おっしゃっているように、独自減免を続けたい、もしくは基金を活用したい

状況の中で、今、まだ確定ではございませんけれども、次の国民健康保険制度の改革の

中で、都道府県が持っている財政安定化基金のところで一応見直しが考えられておりま

す。これにつきましては、財政安定化基金に年度間の財政調整基金を付与するという内

容になってございます。これによりまして、もし、先ほども質問がございましたけれど

も、剰余金が生じた場合は、積み立てた上で、急激な医療費の上昇などに、要するに市

町村の事業費納付金の上昇幅を抑えるということを加えて、複数年での保険料の平準化

に資する財政調整をすることが可能というふうなことを改正する予定としております。

したがって、２００万円の減免もしかりですけれども、保険料を抑制するというような

ことに財政安定化基金を使用していくということも想定されています。 

 ただ、使えるということであって、実際に使うということとはちょっと違うと思いま

すので、太子町としては、減免の件も含めて保険料の平準化もしくは。平準化というと

ちょっと語弊がありますので、要するに抑制ができるような活用の仕方をしていただけ
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るように、大阪府に要望してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○西田委員 声を上げるからね、制度も少しでも良くなっていくと思うんです。大阪府に

も言わなければ、貯金するのは大好きやから、使ってくれへんと思いますので、もう本

当に、全自治体、この声上げましょうよというぐらいのチームワークを発揮していただ

いて、大阪府に。だって、きっとこの令和２年度、受診控えで余っていますよ。そうい

うお金を保険料引下げに使ってもらうように、太子町としても声を上げてください。 

 後ですけれども、コロナ減免で生活が急に苦しくなった方、３割ほど前年より落ち

るであろう方が救われているんですけれども、そういう、３割減るとかよりも、もうそ

れ以前にもっと低い方がいらっしゃるではないですか。ところが、この人たちはこのコ

ロナ禍の中でも、低い人は低いままで生活してきたんやから、それ以上、それでまたそ

れより３割も減っていないからということで、コロナ減免にかからないということが新

聞報道でも、これおかしいん違うかということがあったんですが、そういう方が太子町

で、そんなにいてないと思うんですよ。ではね、国も府もそこには手が届いていないの

で、コロナの交付金とかで、コロナ対策として様々な施策をやっていますけれども、そ

ういったお金を使ってでも、一般会計を使ってでも、でもいいですけれども、太子町と

してそういった苦しい方にコロナ減免をお考えいただけないものでしょうか。 

○松岡保険医療課長 ご質問の中で、内容的にはコロナウイルス感染症に係る、収入の減

少に係る保険料は、申請によって、内容を審査した上で全額免除になります。逆に、収

入がゼロであっても政令軽減では 低７割の軽減しかないと。ここに制度の、何ていう

んですかね、ちょっと違いというんですか、実際に所得はゼロなのに保険料はかかって

しまうというような状況になってございます。 

 実際、太子町独自として、今のところまだ何も検討はしておらない状態なんですけれ

ども、これにつきましても、統一的な見解として、例えば国もしくは大阪府のほうで、

これに対して制度の矛盾というんですかね、そこを意見として言っていった上で精査で

きるような形を取りたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○西田委員 ぜひよろしくお願いします。 

 何か相談に乗ってくれはるではないですか。社協にとか子ども家庭センターにという

みたいに、今、国のほうもこの苦しい中で、生活保護、これは権利ですから受けましょ

うというメッセージも一応出してもらっていますので、来はった人、いや、生活が立て
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直せるようになったらすぐ生活保護から離れはったらいいんやから、そういったことも

あるんやよというようなのを、ちょっとね、いつもより押しぐらいにでもちょっと伝え

ていただいて、生きていくこと、食べていくことが大切なので、そういった制度も利用

することをまた進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

○中村委員 西田委員とまた関連しますけれども、２２９頁で延滞金加算税についてなん

ですけれども、先ほど来、機構の徴収率が上がっているという中でも、この１００万円

近い加算税が入っているというのは、これはコロナによる影響が出ているのか。毎年こ

のぐらいの延滞が出ているのか。それと、大体何人ぐらいがこの１００万円近くになっ

ているか、分かれば教えてください。 

○松岡保険医療課長 延滞金につきましては、未納になっている方で徴収機構等々活用さ

せていただきまして、連携を取りながら保険料を納めていただいている状況です。 

 その中で、件数等々、金額等々ですけれども、すいません、件数等々は１６件を引継

ぎさせていただいています。差押えが８件させていただいていますけれども、実際に、

どうしても納付の相談等々、乱暴にはさせていただいていないんですけれども、催告

等々が、納付相談、全く、もしくは分納誓約されても全く納付いただけないという形の

人は 終予告をさせていただいた上で換価させていただいている方は６件ございます。

この方の納付に係る延滞金ということと理解していただければと思います。 

○中村委員 もっと件数が多いのかなという思いがしていたんですけれども、これは例年

に比べてどんなものなんですか。２年度だけがこういうことなんですかね。 

○子安健康福祉部長 延滞金の額についてのご質問でございます。 

 コロナの影響等があるのかということをおっしゃっていましたけれども、延滞金につ

きましては毎年１００万円程度、この額程度の推移ということになってございます。で

すので、今回、コロナで生活がということにはなってございません。 

○中村委員 保険料にかかわらず、税に対してというのはほかの税に対しても同じような

形が、いわゆるないから払えないということだろうと思うんですけれどもね。これが、

今のように平均的に年１００万円ぐらいが保険料としては出ていくということだろうと

思うんですけれども、これが１６件と８件ということなので、そんな大きな数ではない

んですけれども、機構が頑張っているという割にはそんなに差押えをしなきゃいかんほ

ど粘ってはるというか、そういう理解を得ていないというか、個人の判断、今いろいろ
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あると思うんですけれども、そこらの、何ですかね、電話もされている、人も動いてい

る、そういう中でこういうふうになる原因というのは、単なる本人が払わないというこ

となんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 延滞金なんですけれども、金額もさることながら、件数が少ないと

いうこともあります。これは、保険料を単純にずっと放置していきますと、やっぱり延

滞金の率ですかね、率がかなり高うございます。７％前後になっていると思うんですけ

ど、その金額は保険料に加算していくため、例えば２年間放置していくと金額が積み上

がるというような状況になっていて、件数的には少ないけれども実際に保険料を精算し

た後に、そこに延滞金の金額が積み上がるのが、止まりは止まるんですけれども、そこ

からずっと保険料が収められていない状況が続くと、高利率の延滞金が増えていくとい

うような状況で、このような状況になっているのかなというふうに思います。 

○中村委員 私のところも会社のほうでそういうもんもおるんですけれども、機構は結構

こまめに書類等々やっているので、２年も３年もほっとるというのはあまりないように

思うんですけれども、やはりこういう金額。ひどいのになると大きなパーセンテージが

乗ってくるというのは分かりますけれども、いわゆる早くに、取立てという言い方はい

かんですけれども、早くに処理できないものかと。こんな大きな金額になるまでに。そ

れはどうなんでしょうか。 

○子安健康福祉部長 なるべく早く滞納分についても整理をつけていく。その方針は元々

町としても当然持っておりまして、この間の国保の滞納繰越金収納額なんかを見ていた

だければ分かるかと思うんですが、２９年頃から徴収機構のほうに案件を本格的に引き

継ぐようになっております。２９年度前後では、滞納繰越金が２千万円程度、今の倍ぐ

らい徴収できていたという実績がございます。その辺につきまして、当然機構のほうの

ご努力等々、それで私どものほうからも研修、職員の努力というようなところが大きい

かと思います。 

 ただ、滞納されている方につきまして、そういった形で財産のある方につきましては

早期に回収のほうはできておるんですが、どうしても財産等もない、ただ金額は滞納、

それなりにたまっているという方がどうしても残ってきてしまう傾向が残っています。

そういう場合には、具体的なケースで申し上げますと、給料差押えであるとか、そうい

った形もやらせてはいただいておるんですが、一気に回収するということはどうしても

できないので、やっぱり時間をかけて毎月僅かずつお支払いいただくというようなケー



－１９２－ 

スがだんだん割合としても増えてきているというようなこともあって、中々一気に片づ

くような状況にはなってきていない。 

 ただ、その辺につきましても、機構のほうで引継ぎ案件につきましては丁寧な対応の

ほうをしていただいておりますので、現状のほうが、収納率であるとか金額、この辺が

確保できているのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○中村委員 はい、分かりました。 

○山田委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

○西田委員 認定第２号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、反対の立場で討論を行います。 

 新型コロナ感染症で生活が深刻な中、高過ぎる国民健康保険料が負担能力の限界をは

るかに超え、住民の暮らしを圧迫しています。 

 国保の加入世帯主は、非正規雇用の労働者や年金生活の高齢者が大半を占め、１世帯

当たり平均所得は２０１７年度調べで年１３６万円にすぎません。更なる値上げは、住

民の健康と暮らしを破壊します。 

 大阪府では、２０１９年度に全国 多の９.７％の市町村が保険料を値上げし、２０

２０年度も９０.７％が値上げとなり、府内全４３市町村では平均２万３千円値上げさ

れました。 

 国は、２０２０年４月から独自の国庫繰入れで国保料軽減を続ける市町村に対し保険

者努力支援制度の交付金を減らすペナルティ措置を導入し、値上げへの圧力を強めてい

ます。また、国民健康保険の都道府県運営方針に法定外繰入れの解消、保険料水準の統

一を附帯させ、国保料値上げ圧力を法定化しようとしています。 

 国保加入者は被用者保険より極めて高い保険料負担を強いられてきました。だからこ

そ、国民皆保険の 後のとりでとして自治体が負担軽減策や法定外の繰入れで値上げを

抑える努力をしてきました。それを国が禁じれば、保険料は更に高騰し、現役世代を含
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めた住民の命と健康、暮らしを脅かすことは必至です。 

 しかし、国保の都道府県化の下でも、法令上、標準保険料率は参考値にすぎず、自治

体に従う義務はありません。自治体の判断によって、国や都道府県の圧力をはねのけ、

一般会計繰入れによる国保料の負担抑制や自治体独自の保険料減免を維持拡充すること

は可能です。全国知事会、全国市町村会、全国町村会などの地方団体は、今の国保制度

には被保険者の所得水準が低く、保険料の負担率が高いという構造問題があることを強

調し、その解決のために抜本的な公費投入増による保険料引下げを国に求め続けていま

す。 

 日本共産党は、コロナ禍で経済が急速に冷え込む中、国保料の緊急減免を求めてきま

した。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の緊急経済対策に収入が減少した世

帯への国民健康保険料の免除等を行うことが盛り込まれたのは、市民の運動と結んだ国

会での論戦の成果です。この緊急経済対策は２０２１年度も継続され、太子町でも免除

になっている方がいらっしゃいます。また、長年、国保の均等割は、所得のない子ども

を含め、国保に加入する全ての所得に係る人頭税のような仕組みで、子どもの貧困対策

にも子育て支援にも逆行するものですが、子どもの均等割をなくしてほしいと国に要求

してきたことで、国はようやく来年度から子どもの均等割の負担軽減を始める方針です。

小学校入学前の子どもに限って半額にするだけですし、全額国庫負担ではなく、自治体

にも負担させるという不十分さが残っていますが、一歩前進です。 

 国保の都道府県化に突き進む下で、毎年値上げが繰り返されていますが、法令上、標

準保険料率は参考値にすぎず、自治体に従う義務はないんです。国保の都道府県化が実

施された後も、地方自治の原則に基づいて自治体の判断で公費繰入れができることは、

厚労省が度々答弁しています。そもそも、地方自治体が条例や予算で住民の福祉のため

の支出を行うことを国が禁止したり廃止を強制することは、憲法９２条の地方自治の本

旨、９４条の条例制定権を侵すものです。太子町独自減免２００万円は、決して大きな

額ではありませんけれども、住民の暮らしを守るために続けている大切な、思いの籠も

った一般会計からの繰入れです。統一されても継続することを求めますし、国に対して

独自減免を認めるよう求めてください。 

 コロナ禍で令和６年度の府内統一は延期するよう求める自治体も生まれています。住

民の命、暮らしを守る、住民福祉の増進に努めなければならない太子町として、国や府

に国保料を引き下げるための財政支援を求め、太子町としても高過ぎる国民健康保険料
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を引き下げるよう求めまして、反対の討論といたします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（馨）委員 認定第２号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について、賛成の立場で意見を述べます。 

 令和２年度決算においては、歳入では新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少

した世帯に対する保険料減免に取り組み、その財源を国・府支出金で適切に措置すると

ともに、財政調整基金を活用することで保険料の急激な上昇抑制に努めています。 

 また、昨年度に引き続き、収納率の向上も見られ、事業に必要な財源を確保されてい

ます。 

 一方、歳出においては、被保険者の減少と新型コロナウイルス感染症の影響による受

診控えのため、保険給付費が大きく減少しています。このため、本決算の状況は歳入総

額で対前年度比４.４％の減、歳出総額では対前年度比４.５％の減となり、前年度と比

べ大きく決算規模が縮小しています。新型コロナウイルス感染症がいまだ収束の兆しが

見えない現状において、令和２年度決算では国・府支出金を的確に活用し、計画的に財

政調整基金を繰入れすることで適切かつ堅実な運営ができており、一定の評価ができる

ものと考えます。 

 今後の事業運営に当たっては、ウィズコロナやアフターコロナとなる状況を見据え、

公平公正な保険料の賦課と適正な保険給付に努め、引き続き健全な国民健康保険事業の

運営を行うよう、なお一層の尽力を要望し、本決算の賛成討論といたします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第２号を原案どおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○山田委員長 起立６名、反対２名。賛成多数でございます。 

 よって、認定第２号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、認定することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせします。 

午前１１時０４分 休 憩 
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午前１１時１５分 再 開 

○山田委員長 それでは、再開をします。 

 次に、認定第５号、令和２年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○武部福祉介護課長 皆さん、おはようございます。 

 それでは、認定第５号、令和２年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、附属説明資料並びに決算書に基づいてご説明のほうを申し上げさせていただきます。 

 それでは、附属説明資料の１頁をお開き願います。 

 １、決算の状況等でございます。令和２年度決算は、第７期事業計画の３年目、 終

年度の決算となります。 

 ①決算の状況でございます。前年度に比べ、歳入で４.６％、歳出で２.６％の増とな

り、歳入総額１２億７千１３４万４千５３円、歳出総額１２億３千２２２万５千３７５

円で、歳入歳出差引額は３千９１１万８千６７８円となっております。この差引額には、

国・府負担金等の超過交付分が含まれておりますので、次年度に精算、返還等の措置を

行った後、残金を準備基金へ積み立てるものとしております。後ほど、令和３年度の補

正予算案でご説明のほうをさせていただきます。 

 中ほどにあります表は、歳入歳出の内訳を千円単位で示したものでございます。 

 表の上段、一番上、歳入総額が前年度より５千６３８万５千円増加した主な要因につ

きましては、歳出の保険給付費の増加に伴う国・府負担金の増、また、認定審査会共同

設置負担金の皆増などによるものでございます。また、表の下段、歳出総額が前年度よ

り３千１４２万円増加した主な要因につきましては、保険給付費で１千２１３万４千円、

地域支援事業で１千２１３万４千円の増、また、先ほど歳入でご説明いたしました認定

審査会共同設置事業の皆増などによるものでございます。 

 ②保険給付費の状況でございます。当会計歳出の約９１％を占める保険給付費の状況

です。対前年比１.１％の１１億１千７２８万５千２４５円となりました。 

 下の棒グラフをご覧ください。保険給付費については、介護保険制度が始まりました

平成１２年度から増加傾向が続いておる状況でございます。 
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 次の２頁をお開き願います。 

 ③地域支援事業の状況でございます。新しい総合事業を平成２９年度より開始し、４

年目の決算となります。 

 表の上段、介護予防・生活支援サービス事業費１千４３３万３千６０円は、前年度よ

り１８４万９千３７５円、１４.８％の増となっております。増の主な要因につきまし

ては、通所介護相当サービス事業の増によるものです。 

 その下、一般介護予防事業費１千２１０万２千６８３円は、前年度より４７８万９千

６５１円、６５.５％の増となっております。増の主な要因は、地域介護予防活動支援

事業として社協に対するサロン送迎委託料の皆増、及び第８期事業計画の基礎となる地

域の健康課題などを分析するための委託料としての一般介護予防事業評価事業の皆増が

主な要因となっております。 

 その下、包括的支援事業・任意事業費４千２５６万８千３４５円は、前年度より５千

４８９万６１６円、１４.８％の増となっております。 

 増の主な要因は、生活支援体制整備事業の会計年度任用職員１名の報償費等の増、及

び生活支援コーディネーター委託料の増額などによるものでございます。 

 次に、④基金残高の状況です。介護給付費準備基金の令和２年度末残高は、１億１千

８６１万８千５６１円でございます。 

 ⑤大阪府財政安定化基金からの借入れの状況ですが、新たな借入れは行っておりませ

ん。 

 ２、保険料、収納状況でございます。 

 表の列の中ほど、収納率は特別徴収は１００％で、普通徴収で９４.８％、滞納繰越

しで１８.８％、全体では９８.７％で、前年度より０.６ポイント高くなっております。 

 下の欄外、未収については、現年度分５７人、滞納繰越し分３５人となっており、今

後も収納対策に努めてまいります。 

 次の３頁、よろしくお願いいたします。３、高齢者数及び認定者数の状況でございま

す。 

 ①高齢者数の状況でございます。表の列の中ほど、令和２年９月末の総人口が１万３

千２８０人、その下、６５歳以上の人口が３千９１６人、高齢化率が２９.５％と、事

業計画推計値より若干の増となっております。 

 ②要介護・要支援認定者数の状況でございます。表の列の中ほど、令和２年９月末で
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６５歳以上の認定者数は６６４人、１７.０％となっています。 

 下の折れ線グラフは、年度末ごとの総人口、高齢者数、認定者数の推移を表したもの

です。一番下の丸印線、総人口の減少が続く中、四角印線の高齢者数と三角印線の認定

者数は増加し続けています。今後も本町の高齢化は進むと推計されています。 

 次の４頁をお開き願います。４、認定審査会。 

 ①認定審査会の状況でございます。本町及び河南町、千早赤阪村と共同で設置してい

る認定審査会の開催回数は年間５０回で、太子町の審査数は３７０件となっております。 

 前年度に比べますと審査数が２４８回減少している要因といたしましては、新型コロ

ナウイルス感染症に伴う要介護認定の臨時的な取扱いといたしまして対面での認定調査

が困難な方については要介護度をそのまま１２か月延長できることとなったことによる

影響が出ていると考えております。 

 ②２次判定変更状況でございます。この表は、調査員の７４項目の調査結果を基にコ

ンピューターによる介護に必要な時間を推計する１次判定と、１次判定の結果を基に主

治医意見書や特記事項などを加味し、認定審査会で決定された２次判定の介護度の比較

を表しています。 

 ③更新認定の状況でございます。認定を受けていた方の更新前と更新後の介護度を比

べたものでございます。介護度が高くなったケースは３３件で、軽度化が２７件となっ

ております。 

 ④その他認定に関する状況でございます。認定の審査結果を３０日以内に出せるよう

に取り組んでおります。令和２年度につきましては、認定に要した平均日数は２８.５

日と、３０日以内に結果を出している状況となっております。認定審査の行程につきま

しては、利用者からの認定申請を受付し、１次判定を行い、主治医意見書を添付して認

定審査会で審査を受けておりますが、主治医意見書を回収するのに平均２０.３日、前

年度１４.０日から比べますと６日程度遅く回収している状況となっております。 

 遅くなっている要因といたしましては、やはりコロナによる主治医の業務多忙による

ものも影響しているのかなというふうに考えております。 

 次の５頁、５、サービス利用状況における事業計画との比較でございます。 

 表は、左からサービスの項目、単位、令和２年度の計画値、令和２年度の実績値、平

成３１年度の実績値で、一番右が計画比となっております。また、各年度の実績値は、

年間の総数を月平均に割り戻した数値としております。 
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 なお、各サービスの回数と日数は１か月当たりの総数を表記し、人数は１か月当たり

の利用者数を表記しています。 

 ①介護予防サービスは、要支援１、２の方が利用するサービスで、ここでの主なサー

ビスにつきましては介護予防訪問看護や福祉用具貸与などとなっています。介護予防訪

問看護の回数実績については、大きく実績がとどまっている状況となっております。 

 次に、②居宅サービスの状況です。 

 サービスの中で も利用されているものが、表の一番上、訪問介護で、月３千２４５

回、前年度の比較では１３１回の増、対計画比は９３.５％となっております。 

 続いて、５段下の通所介護が、月１千８６７回、前年度との比較では１１１回の増、

対計画比は９０.０％となっております。 

 続いて、その下、通所リハビリテーションが月１３５回、前年度との比較では２６１

回の減、対計画比は２４.５％となっております。 

 続いて、その下、短期入所生活介護が月８５１日、前年度との比較では１５日の減、

対計画比７８.２％となっております。 

 なお、その他、主なサービスについても、ほぼ計画どおりの実績となっております。 

 次の６頁をお開き願います。 

 ③地域密着型サービスでございます。表の一番下、地域密着型通所介護は月１９４回、

前年度との比較では２６４回の減、対計画比３２.３％となっております。 

 減の主な要因は、これもコロナの影響による通所の自粛が要因であると考えておりま

す。 

 その他のサービスは、ほぼ計画どおりの実績となっております。 

 ④施設サービスは、入所または入院して利用するサービスでございます。介護老人福

祉施設は、計画５５人に対し実績が６１人、介護老人保健施設は、計画４３人に対して

４２人となっております。 

 下の折れ線グラフは、施設サービス利用者数の推移を表したものでございます。各年

度３月末時点の利用者数を表記しております。 

 このようなサービス利用の状況を受けまして、７頁、６、保険給付費の状況①でござ

います。令和２年度の保険給付費の状況でございます。表の一番上、給付費の半分弱を

占める居宅サービス給付費が対計画比で８０.５％、その下、地域密着型サービス給付

費が対計画比８２.６％と計画値を下回ったことから、表の一番下、サービス給付費全
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体の合計は、対計画比８６.０％となっております。 

 なお、下のグラフは上の表のサービス給付の割合をグラフ化したもので、居宅サービ

ス、地域密着型サービス、施設サービスの３つのサービスで８７.５％を占めておりま

す。 

 次の８頁をお開き願います。 

 上の折れ線グラフは、居宅サービス費のうち主なサービスについて過去からの推移を

表しております。一番上の白の四角の線、通所介護の占める割合が一番大きく、続いて

訪問介護、短期入所となっております。 

 ②居宅サービスにおける介護度別の対支給限度額の比率でございます。サービス利用

ができる支給上限額に対してどのぐらい利用されているのかを平均値で表しております。

全国的に要介護度が重度になるほど利用率が高くなる傾向があります。 

 ９頁の③特定入所者介護サービス費の状況でございます。 

 施設サービス等の利用が困難とならないよう、居住費と食費について、所得区分に応

じた負担限度額を設定し、低所得者の方への負担軽減を行っています。非課税世帯の方

が対象となり、３つの負担段階区分の合計で１０２人に支給しております。利用区分の

その他は、短期入所生活介護や地域密着型介護老人福祉施設の利用者でございます。下

の棒グラフのとおり、第１段階から第３段階の利用者が大半を占めている状況となって

おります。 

 次の１０頁をお開き願います。７、地域支援事業の状況でございます。 

 地域支援事業は、被保険者が要介護状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地

域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域に

おける包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅

医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築などを一体的に推進するこ

ととしております。 

 各事業の説明については、支出内容を含め、決算書に基づき、ご説明のほう、させて

いただきます。 

 それでは、決算書の３０６、３０７頁をお開き願います。 

 歳出からご説明をさせていただきます。 

 １款総務費、支出済額２千８６３万５千５３８円、１項総務管理費、１目一般管理費、

支出済額７３８万１千７３７円、一般管理事業６８万５千５１５円は、介護保険事業の
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執行に係る事務費で、被保険者証等の印刷代や郵便料などの経費でございます。 

 電算管理事業６６９万６千２２２円は、介護保険システムの保守やプログラム変更等

委託料、並びにシステム機器の賃借料などの経費でございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額１０４万２千８４４円。賦課徴収事業で、介

護保険料の賦課徴収に係る事務費で、納付書等の印刷代や郵便料、並びにコンビニ収納

代行業務委託料でございます。 

 ３項認定審査会費、１目認定調査費、支出済額６１０万１千９８４円。認定調査等事

業で、要介護認定に係る費用として会計年度任用職員報酬や医師の意見書の作成手数料

などでございます。 

 ３０８、３０９頁をお開き願います。 

 ４項計画推進費、１目計画推進費、支出済額４１６万７千５００円。介護保険事業計

画等推進委員会の開催に係る経費で、委員報酬費、また、第８期計画策定に伴う業務委

託料でございます。 

 ５款認定審査会共同設置費、１目認定審査会共同設置費、支出済額９９４万１千４７

３円。河南町、千早赤阪村と共同設置している認定審査会の経費で、令和２年度と令和

３年度は太子町が事務局となっております。本町で審査会を開催し、審査会委員の報酬

など必要経費を支出し、この経費を３町村で案分し、河南町、千早赤阪村から算定に応

じて歳入で受け入れております。 

 ２款保険給付費、支出済額１１億１千７２８万５千２４５円、１項介護サービス等諸

費、３１０、３１１頁をお開き願います。１目介護サービス等諸費、支出済額１１億１

千６４９万５千７５９円。介護サービス等給付事業で１０億２千５３２万４千７５５円

は、要介護１から５の方が対象となるサービスで、居宅介護サービス給付費は、訪問介

護、通所介護短期入所生活介護などの給付費でございます。居宅介護サービス計画給付

費は、ケアプラン作成に係る給付費です。居宅介護住宅改修費は、手すりの取付けや段

差解消などの改修への給付費です。居宅介護福祉用具購入費は、ポータブルトイレ、入

浴補助用具、簡易浴槽などが対象でございます。施設介護サービス給付費は、介護老人

施設や介護老人保健施設などの給付費です。地域密着型介護サービス給付費は、地域密

着型介護老人福祉施設や地域密着型通所介護などの給付費です。 

 次の介護予防サービス等給付事業１千６８１万３千１６６円は、要支援１の方が対象

となるサービスで、サービス給付費、サービス計画給付費、住宅改修費、福祉用具購入
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費のそれぞれのサービス内容は、先ほどの居宅介護サービスと同様でございます。 

 高額介護サービス等事業２千７６１万７千６７９円は、同じ月に利用した介護サービ

スの自己負担が高額になった場合、所得区分に応じて上限額を超えた分を支給するもの

で、利用者負担の軽減を図るものでございます。 

 高額医療合算介護サービス等事業４５１万４千９１１円は、介護保険と医療保険との

両制度における自己負担額の合計が上限額を超えた部分を支給するものでございます。 

 特定入所者介護サービス等事業４千２２２万５千２４８円は、介護保険施設利用時の

食費や居住費について、低所得者の方に上限を超えた部分について介護保険から給付を

行うものでございます。 

 ２目審査支払手数料、支出済額７８万９千４８６円。審査支払事業で、国民健康保険

団体連合会が行う審査支払業務に係る手数料です。 

 ３款地域支援事業費、支出済額６千９０３万３千４１６円、ここでは主な事業実績を

説明させていただきますが、各事業の計画に対する実施状況や前年度実績等については、

補足説明資料の１０頁、１１頁に記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費、

支出済額１千４３３万３千６０円、本事業費の対象は要支援１、２を含む介護予防・生

活支援サービス事業対象者です。 

 訪問介護相当サービス事業１９０万５千４５８円は、事業所が実施する介護サービス

に相当する訪問介護サービスで、延べ８７人の利用がありました。 

 訪問型サービスＢ事業７万円は、住民主体の生活援助等サービスを実施する団体、寿

喜菜の会への補助金で、サービス提供者は１人当たり２千円で、サービス利用者は延べ

１６２人でございます。 

 ３１２、３１３頁をお開き願います。 

 訪問型サービスＣ事業、短期集中予防サービス１２１万９千９０円は、保健や医療の

専門職が期間を設定し、集中的に訪問型サービスを提供するもので、延べ１５３人に対

しサービス提供を行いました。 

 訪問型サービスＤ事業、移送での生活支援３２万７千６００円は、住民主体の移動に

係るサービスを実施する団体への補助金で、桜草クラブ、プラスワンサービス、寿喜菜

の会に対し補助しており、サービス利用事業者は延べ１千９２人でございます。 

 通所介護相当サービス事業８５４万２千２６２円は、事業所が実施する介護サービス
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に相当する通所介護サービスで、延べ２３０人の利用がありました。 

 通所型サービスＣ事業、短期集中予防サービス１２１万４９３円は、作業療法士など

の専門職による短期集中予防サービスで、保健センターで実施しておりますいきいきト

レーニングに係る経費で、主に看護師賃金や作業療法士への報償費でございます。計２

２回実施し、参加人数は延べ１４９人でございます。 

 なお、本事業参加者の送迎は、プラスワンサービスが実施する訪問型サービスＤ事業

により行っております。 

 介護予防ケアマネジメント事業１０５万８千１５０円は、介護予防・生活支援サービ

ス対象者のケアプラン作成に係る経費で、大阪府国民健康保険団体連合会に支払うもの

でございます。作成件数は、延べ２３８件です。 

 ２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費、支出済額１千２１０万２千６８

３円、介護予防把握事業１１３万３千５７０円は、看護師によるふれんど訪問に係る経

費で、介護予防が必要な方を早期に把握し、必要な相談、指導を行うため、閉じ籠もり

がちな方７６人を対象に、延べ２３５回の訪問を行いました。 

 介護予防普及啓発事業２８万４千４８８円は、福祉センターの１階で実施しているお

達者トレーニングやお達者健康講座の実施に係る歯科衛生士、栄養士、看護師などの賃

金や報償費となっております。 

 ３１４、３１５頁をお開き願います。地域介護予防活動支援事業５２３万８千１２５

円、元気ぐんぐんトレーニングの活動支援や高齢者交流サロンへの事業費補助で、閉じ

籠もりがちな高齢者を対象としたふれあい農園などに係る経費です。２５のグループ、

実３５９人の方が集会所等を利用し、トレーニングをされ、８か所の交流サロンには延

べ４千５１９人の方が参加されました。 

 また、サロン送迎委託料は、昨年６月にスタートした地域公共交通再編と連動した事

業で、主に定時定路線のバス事業により総合福祉センターへ行くことが困難な方への移

動手段を確保するものでございます。 

 その他、ふれあい農園や、男性高齢者の自主活動として男のたまり場などへの参加人

数は、延べ１１５人となっております。１１５人の内訳といたしまして、男のたまり場

が４６人、ふれあい農園が６９人となっております。 

 地域リハビリテーション活動支援事業２９１万６千５００円は、地域での介護予防に

係る運動指導士による支援事業で、元気ぐんぐんトレーニングや高齢者交流サロンなど、
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地域リハ活動への支援を行いました。 

 一般介護予防事業・強化事業、２５３万円は、介護保険事業計画の基礎となる地域の

健康課題などを整理・分析するための委託料でございます。 

 ３項包括的支援事業・任意事業、支出済額４千２５６万８千３４５円、１目総合相談

事業費、支出済額２千３９万１千６１７円。職員人件費１千６９８万８千９０６円は、

地域包括支援センター正職員２名の人件費となっております。 

 ３１６、３１７頁をお開き願います。総合相談事業３４０万２千７１１円は、地域包

括支援センター運営に係る社会福祉士の賃金や、休日・夜間の相談窓口業務の委託料な

どで、６４５件の一般総合相談、８件の休日・夜間総合相談がありました。 

 ２目権利擁護事業費、支出済額１６万５千円。権利擁護事業で高齢者の虐待防止等に

係る支援事業委託料で、事前相談として金銭トラブル等の５件のケースに対し、弁護士

から５回の支援を受けました。 

 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、支出済額３万円。包括的・継続的

ケアマネジメント支援事業３万円は、河南町・太子町地域ケア担当者会議の講師謝礼で、

年２回開催しております。 

 ４目任意事業費、支出済額５２６万７千７６９円、介護給付等費用適正化事業９６万

８千５８４円は、介護給付費通知書、ケアプラン点検や適正化システムの委託料に係る

経費で、１千１６６件の通知、町内３事業所を対象に１２件のケアプラン点検を行いま

した。 

 家族介護支援事業２８２万５千１２５円は、紙おむつ等の介護用品の給付で、６１人

の方に給付いたしました。 

 介護相談員等派遣事業８万７千６３７円は、介護相談員派遣に伴う報償費と研修負担

金などです。現在８名の方にご活躍いただいており、町内の２つの各事業所に対し４回

訪問いたしております。 

 ３１８、３１９頁をお開き願います。 

 成年後見制度利用支援事業４７万９千１３６円は、町の申立てにより審判を受けた方

が生活保護受給者等に該当した場合の成年後見人費用助成金で、２人に対し助成してい

ます。 

 見守り訪問事業８９万１千２７６円は、高齢者の見守りに係る各委託料で、食の自立

支援事業は、対象者１７人、延べ１千２１４食分、乳酸飲料、これはヤクルトでござい
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ます。乳酸飲料の配布による愛の一声見守り訪問は、対象者６人、延べ５９４件、緊急

通報装置受信・相談業務は４５件の実績となっております。 

 住宅改修支援事業２千円は、居宅のケアプランを立てていない１人の方の住宅改修理

由書作成に対し補助いたしました。 

 認知症サポーター等養成事業１万４千１２円は、認知症サポーター養成講座の企画、

立案及び実施を行うキャラバンメイトを養成するための啓発実施に係るものでございま

す。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費、支出済額２４９万５千９００円。在宅医療・介

護連携推進事業で、本事業を含めた社会保障１４事業の事務補助のアルバイト職員の賃

金と、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村の１市２町１村と三師会との７者による

地域包括支援ネットワーク推進協議会により、取組を進めるための事業委託料でござい

ます。 

 ３２０、３２１頁をお開き願います。６目生活支援体制整備事業費、支出済額１千６

万９千９２４円。生活支援体制整備事業で、ＳＡＳＡＥ 愛 太子協議会開催に係る経費

をはじめ、生活支援コーディネーター設置に係る委託料などでございます。 

 ７目認知症総合支援事業費、支出済額３６８万６千３９４円。認知症地域支援・ケア

向上事業３６３万８千１９４円は、地域包括支援センターに設置する認知症地域支援推

進員である社会福祉士の人件費、また、認知症地域支援推進員研修負担金などでござい

ます。 

 認知症初期集中支援推進事業４万８千２００円は、平成３０年４月に設置いたしまし

た認知症初期集中支援チーム、通称オレンジチームの研修会負担金でございます。 

 ８目地域ケア会議推進事業費、支出済額４６万１千７４１円。地域ケア会議推進事業

で、地域ケア会議開催に係る専門職の報奨費や、恐れ入ります、３２２、３２３頁をお

開き願います。地域ケア会議推進員の続きででございますが、派遣委託料となっており

ます。事業実績は、自立支援ケアマネジメント型の地域ケア会議を９回開催し、４４ケ

ースを検討いたしました。また、個別困難事例型の地域ケア会議を２回開催しておりま

す。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料、支出済額２万９千３２８円、審査支払事業で、

国民健康保険団体連合会が行う審査支払業務に係る手数料です。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、支出済額９６４
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万８千１５７円。介護給付費準備基金積立事業で、３１年度決算の剰余金の積立てでご

ざいます。 

 ５款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額１万７千８１２円、一時借入金利子で

ございます。 

 ６款諸支出金、支出済額７６０万５千２０７円。１項償還金及び還付加算金、１目第

１号被保険者還付金、支出済額３０万７千５１０円は、転出や死亡時など、過年度分の

保険料分を還付いたしました。 

 ２目第１号被保険者還付加算金の支出はございませんでした。 

 ３２４、３２５頁をお開き願います。３目償還金、支出済額７２９万７千６９７円。

国・府等支出金返還金で、国、府等からの支出金の精算による返還金でございます。 

 以上、支出についての説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、３００、３０１頁をお開き願います。 

 歳入の説明をさせていただきます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、収入済額２億８千４６８

万８千６００円。 

 なお、不納欠損１３２万８千３２０円は、介護保険法第２００条第１項の規定による

２年間の請求権消滅のため時効となったものでございます。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目認定審査会共同設置負担金、収入済額６３

５万２４円は、認定審査会の共同設置に係る河南町と千早赤阪村の事務負担金の受入れ

分でございます。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促手数料、収入済額３万７千５００円は、

３８３件の督促手数料となっております。 

 ４款国庫支出金、収入済額２億９千４７１万１千１９４円。１項国庫負担金、１目介

護給付費負担金、収入済額２億２千７９０万５千５４９円は、保険給付費に対する国か

らの負担金でございます。 

 ２項国庫補助金、収入済額６千６８０万５千６４５円。１目調整交付金、収入済額３

千７８４万１千円は、普通調整交付金でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、収入済額２千２６１万２千６５４円は、地域支援事業に対

する国からの交付金でございます。 

 ３目保険者機能強化推進交付金、収入済額２２１万９千円は、高齢者の自立支援、重



－２０６－ 

度化防止等に関する取組を支援するための交付金です。 

 ４目介護保険事業費補助金、収入済額１６９万４千円は、システム整備に対するもの

でございます。 

 ５目災害等臨時特例補助金、収入済額２０万６千円は、新型コロナウイルス感染症の

影響により一定程度収入が下がった方に減免措置を行うことに対しての措置です。 

 ３０２、３０３頁をお開き願います。 

 ７目介護保険保険者努力支援交付金、収入済額２２３万３千円は、介護予防、健康づ

くり等に資する取組を支援する交付金でございます。 

 ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、収入済額３億１千６０万５千円、１目介

護給付費交付金、収入済額３億１４７万円は、４０歳から６４歳の第２号被保険者の保

険料で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

 ２目地域支援事業支援交付金、収入済額９１３万８千円は、地域支援事業に対する支

払基金からの交付金です。 

 ６款府支出金、収入済額１億７千１８万２千１０２円。１項府負担金、１目介護給付

費負担金、収入済額１億５千８６２万８千６４円は、保険給付費に対する大阪府からの

負担金でございます。 

 ２項府補助金、１目地域支援事業交付金、収入済額１千１５５万４千３８円は、地域

支援事業に対する大阪府からの交付金でございます。 

 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、収入済額３万８千６４４円

は、介護給付費準備基金積立金の利子でございます。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金、収入済額１億８千８０４万７千３９８円。次の５

つの一般会計からの繰入金で、１目介護給付費繰入金、収入済額１億３千９６３万５千

９２５円。２目地域支援事業繰入金、収入済額１千３２０万９千２１７円。３目その他

一般会計繰入金、収入済額２千５３万９千１２６円。１節事務費等繰入金、収入済額１

千６９４万７千６７７円。３０４、３０５頁をお開き願います。２節認定審査会共同設

置繰入金、収入済額３５９万１千４４９円。４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額

６６万３千１３０円となっております。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金からの繰入れは行っておりません。 

 ２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額１千４１５万３千５３円は、平成３

１年度からの繰越金でございます。 
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 １０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、収入済額３

万２千７００円は、第１号被保険者延滞金でございます。 

 ３項雑入、１目第三者行為納付金、収入済額１９０万７千８３８円は、国保連合会か

らの損害賠償金でございます。 

 ３目雑入、収入済額２２９万７千円は、高齢者の医療、介護等の情報を収集、分析し、

地域の健康課題を分析し、第８期計画策定への根拠資料とするもので、交付申請に伴う

長寿社会づくり特区事業交付金となっております。 

 以上でご説明を終わります。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○山田委員長 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせしますが、１３時

再開の予定でございます。よろしくお願いします。 

午後 ０時０２分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○山田委員長 それでは、再開します。 

 歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 すいません。本町の徴収率なんですけれども、そちらのほうがどのような状

況か教えていただきたいなと思います。あと、大阪府内についてはということでもあれ

ば。 

○武部福祉介護課長 本町の徴収率につきまして、まず、特別徴収につきましては１０

０％と。それと普通徴収につきましては９４.８％。滞納繰越し分については１８.８％

と。全体では９８.７％ほどとなっております。前年度より０.６ポイント高くなってい

る状況でございます。 

 それと、徴収率の府内の順位なんですけれども、すいません、ちょっとこの分につき

ましては大阪府において順位等の取りまとめがちょっとされておらない状況でございま

すので、お答えすることは、今のところ、すいません、ちょっとできない状況となって

おります。 

 ただ、いずれにいたしましても、今後も引き続き徴収率のアップに努めてまいりたい
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と、そういうふうに考えております。 

○斧田委員 続きまして、今の徴収率にも関わってくる問題なんですけれども、コンビニ

収納の取組状況について、また教えてもらえたらと思うんですけど。 

○武部福祉介護課長 コンビニ収納でございますが、令和２年度の実績でコンビニを利用

されてはる方が１千２８０件と、収納金額でいいますと８３９万６千２５０円となって

おります。これは普通徴収の収納額の、今、大体３８％ぐらいになっております。 

 ちなみに、平成３１年度の実績では、１千７４件でございました。令和２年度は、前

年度に比べますと２０６件の増と。収納金額では７４８万５千２１４円、約９１万円の

増額となってございます。 

○斧田委員 引き続いてコンビニ収納のほうについてなんですけれども、決算書のところ

で計上されていますけれども、そこら辺の経過というんですかね、教えてもらえたらな

と。 

○武部福祉介護課長 現在りそなの決済サービス株式会社というところで料区分、料区分

といいますのは国民健康保険料、それと介護保険料、後期高齢者医療保険料のこの３つ

のコンビニ収納代行業務を委託しております。それとあと、税のほうもそうなんですけ

れども、この３つの保険料区分については、３科目一括で国民健康保険の特別会計に納

入されております。収入前に会計課に国民健康保険特別会計から介護保険特別会計及び

後期高齢者医療特別会計振り分けを依頼している状況でございますが、会計監査委員の

ほうから各特別会計に保険料が納入されているのというふうなご指摘もあったことから、

各保険料区分を３項目に分けたことから、今回の令和２年度の決算書において、コンビ

ニ収納代行業務委託料が発生しているというふうな状況でございます。 

○斧田委員 一応コンビニ関連のやつはもうそれで結構なんですけれども、あと、事業の

関係で、こういう介護保険のほうと、社会福祉協議会のほうの事業というんですか、委

託で大分出してられたと思うんですけれども、具体的にこの決算書でいうとどこら辺の

事業になるのか。また、その内容をある程度もうちょっと教えてもらえたらと思うんで

すけど。 

○武部福祉介護課長 社会福祉協議会の委託料についてでございます。 

 主な事業でございますが、すいません、ちょっと決算書の３１５頁ですね。３１５頁

のサロン送迎委託料ですね。地域介護予防の活動支援事業のところでございますが、サ

ロン送迎の委託料で、これは決算額としましては３０１万６２０円というふうな形で、
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社会福祉協議会、それと各交流サロン等への移送というふうな形のサロン送迎の委託料

でございます。 

 それと、同じく３１５頁の地域リハビリテーション活動支援事業の委託料としまして、

決算額２９１万６千５００円でございます。これにつきましては、地域での介護予防に

係る運動指導士による支援事業で、元気ぐんぐんトレーニングとか、あと高齢者交流サ

ロンなど地域リハ活動への支援に係る委託料となってございます。 

 それと、すいません、決算書の３２１頁になります。生活支援体制整備事業中の生活

支援コーディネーターの委託料でございます。これにつきましては、決算額７６９万９

千２５０円ということで、例えば単身や夫婦のみの高齢者世帯、それと認知症の高齢者

が増加する中、医療・介護サービスだけではなく、地域住民に身近な存在である行政が

中心となって、生活支援のサービスを担うような様々な事業主体と連携しながら、手厚

い日常生活の支援体制を図っておる状況でございます。 

○斧田委員 この事業というんですかね、今聞かせてもらっている中で、サロンの送迎等

の関係も含めてなんですけれども、やはりコロナの影響というんですか、かなり出てい

たんではないかなと思うんですけれども、金銭的な影響とかそういうのは中々分かりに

くいでしょうけれども、福祉センターの利用者を含め、サロンの関係者から何か声とい

うか事務局のほうで聞かれているのがあれば、教えてもらえたらと思います。 

○武部福祉介護課長 やはりこのコロナ禍の中、福祉センターが閉館が続いております。

やはり窓口でも福祉センターを開けてほしいなというふうなことは、やはり聞いており

ます。 

 今後コロナが収束するということであれば、早急に福祉センターも開館できたらなと

いうふうに考えており、高齢者の行き場といいますか、憩いの場が開催されればいいと

いうふうな形で願っているところです。 

○斧田委員 はい、ありがとうございました。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）委員 すいません、３１１頁の介護サービス等給付費用のところですが、居

宅介護サービス、家でやっていただくための要介護の５の方とか、もう大変な方もおら

れると思いますが、このサービス、ちょっと具体的な内容をちょっと教えていただけま

すでしょうか。 

○武部福祉介護課長 すいません、失礼しました。 
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 居宅サービスにつきましては、実際に訪問介護であったりとか訪問入浴介護等々を、

実際にヘルパー等々が自宅に出向いていろんな支援等々を実施する、主にそういうふう

な事業となっております。 

○ 本（博）委員 何かからの、家でですので、いろんなサービスというのが設置してい

ただくとか、そういうのも、そういう取組はされているんでしょうか。 

○武部福祉介護課長 恐らく住宅改修等のことかなと。 

○ 本（博）委員 はい、それも込みとして。 

○武部福祉介護課長 して。はい。 

 住宅改修につきましては、例えば要介護度において、いろいろ体の状況等に応じて、

例えば手すりをつけたりとか、あと段差改修等のほうを実施はさせていただいておりま

す。 

 ケアマネ等々からの理由書等を出していただいて、実際にちょっとうちの福祉介護課

の中でも審査させていただいて、実施させていただく形は取っております。 

○ 本（博）委員 すいません、ちょっとうちの支援者の方でも大変な方々が多いので、

またいろいろとよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 ３０３頁かな。災害等臨時特例補助金、これ、何件ですか。 

 それと、国保であったらもう免除になるんですが、介護も 高は免除になるんですか。 

○武部福祉介護課長 ３０３頁。 

○西田委員 この災害等臨時特例補助金というのは、コロナ対策の分ではないんですか。

ごめんなさい。 

○武部福祉介護課長 この分につきましては、コロナ等の影響で実際に減額等をさせてい

ただいた減免の分の入りというような形になります。 

○西田委員 なので、それが何件で、国保のように 大免除、ゼロになるんですか。 

○武部福祉介護課長 コロナ減免に関しましては、まず、ちょっと件数のほうなんですけ

れども、令和２年度でございますが、申請件数が４件というふうなことで、補助決定額

が３１万５千９４０円のような形になっております。 

 実際に、内容なんですけれども、コロナの影響で収入が減少した方が対象というよう

な形になっております。 

 実際に、生計を主として維持する方は、例えばコロナの影響により死亡または重篤な
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病傷を負った場合は免除というふうな形になります。 

 それと、同じく生計を主として維持する方が事業収入それと不動産収入等いずれかの

減少額が前年の収入の１０分の３以上であって、かつ減少することが見込まれる事業収

入に係る、すいません、ちょっとややこしいんですけれども、所得以外の前年の所得金

額が４００万円以下である場合は減額させていただいております。 

 それと、ただし、事業等の廃止、あと失業の場合は前年の合計所得にかかわらず減額

の場合は１０分の１０としております。 

 以上です。 

○子安健康福祉部長 今、担当課長のほうから答弁をさせていただいたとおりでございま

すけれども、ご質問にありましたように、国保、後期とコロナ減免に関しましては、基

本的な制度設計、これは同一のものとなっておりますので、基本的には同じものという

ふうにお考えいただいたら結構なものです。 

○西田委員 その分の補助金の２０万６千円と、今おっしゃった３１万５千９４０円との

差額は何になるんですか。 

○武部福祉介護課長 すいません、実際に当初令和２年度の分の実績として、この金額補

助決定額のほうを上げさせていただいているんですけれども、実際に年度末に申請等々

来られて、年度がちょっと過年度分として扱ってしまっている件数もございますので、

その差額が出ている状況でございます。 

○西田委員 はい、ありがとうございます。 

 これはちょっと、説明資料の１１頁の夜間休日総合相談、夜間でも相談できるんやと

思って、在宅介護支援センターはどこに委託しているんですか。 

○武部福祉介護課長 美野の里のほうに委託をさせていただいております。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 それで、今さらのことを聞くんですけれども、国保は１年間どれぐらい医療にかかる

んやということで予算を立てて、これはもう分からへんけど、１年かかるかかからへん

か分からへんけど、これぐらいの伸びもあるやろうなと思って、１年を見て予算を立て

ますけれども、介護保険はどういう基準で保険料を算定しているのか、今一度ちょっと

基本を教えてください。 

○武部福祉介護課長 令和２年度の決算におきましては、第７期の事業計画を基に保険料

等々を決定しております。その中で、各年度ごとに保険給付費の伸び、サービス利用に
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伴う保険給付費の伸び、それと高齢者人口等々を計算しながら、それぞれの年度の保険

料を決定させていただいているというふうな状況でございます。 

○西田委員 それを３年見て保険料を決定しているんですよね。 

○武部福祉介護課長 はい、３年を、はい、１期として計算させて。 

○西田委員 だから、本当に１年でも予測するの大変やと思うんですけれども、３年見込

んでということで、今回のように、コロナなんかきっと３年前、予算額が３年前のとき

には考えてもなかったと思うんですけど、第７期の初めね。それからあと、お金を１回

借りたことがあるではないですか。富田林市の合併のときに、介護保険料を安く設定し

過ぎて。そんなことがないように、赤字で終わりたくないということも考えて、第７期

の保険料は決定されたと思うんですけれども、だから、３２８頁、それが残ったお金に

なっていると思うんですが、そうやって、分かれへん、分かれへんなりにも３年でちゃ

んと計算できるように頭を悩ませたのに、１億１千８６１万８千５６１円、これ、これ

まででも 大の額やと思うんですが、これだけ残った理由はどうお考えですか。 

○武部福祉介護課長 令和２年度におきましては、３千９１１万９千円の歳入歳出額を令

和３年度へ一応繰越しとさせていただいておるんですけれども、実際に毎年国において

大阪府への返還金及び、それと政策交付金を精算後、介護給付費の準備基金に積み立て

ているというふうなところでございますので、実際に国等から入ってくる給付費等の精

算額が、ちょっとすいません、額が前後しておる状況なんですけれども、実際に、委員

おっしゃるように、当初コロナの状況等は全然把握はできなかったんですけれども、毎

年の積立金は増額というふうな形になっておる状況でございます。 

○西田委員 この年度だけで今まではなかったかどうかもちょっと覚えていないんですけ

れども、割に 初のほうの附属説明資料でおっしゃったのが、ほぼ計画どおりに進んだ、

ほぼ計画どおりに進んだのであったら、こんだけ残るのはどうかなと思うんですけれど

も、では、それちょっと、計画どおりに進んでいるけど、３年であったら何かあったら

あかんかもしれんからということで、多めに見繕ってるという計算間違いが 終に出て

きたということですか。 

○武部福祉介護課長 実際に、先ほど言いました第６期から第７期に計画を作成する際、

第７期の３年間の、要は高齢者の伸び、それと給付費の状況等を鑑みながら、当時第７

期のほうを策定させていただいている状況なので、特に計算間違いというふうなことで

はないというふうに考えております。 
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○西田委員 ちょっと意地悪っぽく言っていますけど、いやいや、分かっているんですよ、

本当にね、予防に力を入れているって。それを、だから予防に力を入れたから、本当で

あったら１００万円かかったのがこのおかげで５０万円になったとか、そういう計算は、

やってもないから出てこないと思うんですけれども、そういうこともあって残ったとい

うのもあるんですが、それにしちゃ残り過ぎやというところでは、赤字にならないよう

にちょっと多く見積もり過ぎたん違うのかなというのもやっぱり心のどっかで思っても

らわなあかんなと思うんですよ、本当に。 

 もし、もしですよ、そやけど、今度はべたべたで組んで、また、思いも寄らないぐら

いに施設入所者が増えて、だから足らなくなったら、それは大阪府に借りるしかないで

はないですか。もし借りたら、これ、利子を取られるんですよね。 

○武部福祉介護課長 例えば、財政安定化基金から貸付けを受けることとなった場合、そ

の返済分については次期介護保険料、決算時においては第８期の保険料にはなるんです

けれども、次期介護保険料にこれは上乗せされるというふうなことになります。ですの

で、結果的には次期保険料の増額を招くことになるというふうなことになります。 

○西田委員 それは借りたのを返す、元金を返さなあかんのやけど、利子はつきませんよ

ね。 

○武部福祉介護課長 はい、利子はつかないと聞いております。 

○西田委員 本当にたくさん残ったなと思うのと、それで、意見書、監査委員の分ですか、

それの２１頁に、だから、令和というと２１頁の一番 後、４番、令和３年度末の基金

現在高予定についてで、またたくさん増えるんやと。これはもう令和３年度が入ってい

て１年分があるから、３年の計算の１年目はちょっと多めに取って残しましょうという

ことで、現在高の予定は１億４千３７１万１千円ということですか。 

○武部福祉介護課長 すいません、２１頁。 

○西田委員 うん。意見書。決算審査意見書です。 

○武部福祉介護課長 実際に、令和３年度の予定といたしまして、国、府からの支出金が、

またこれ、返還金等々精算分も含めて精算させていただいた後、 終的には令和３年度

につきましては、１億３千７７１万円ほど３年度の積立金の予定というふうな形になっ

ております。 

○西田委員 令和３年度末は、一番右端になるんですよね。１億４千。 

○武部福祉介護課長 はい、そのとおりでございます。 
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○西田委員 それは、令和３年度やから第８期が始まっている、この１年分はちょっと多

めに取って、残った分も入れたら令和３年度末はこんだけのお金になっている、１億８

千万円を超える金額になっているということですか。 

○武部福祉介護課長 多めに取っているという、ちょっとすいません、形ではないんです

けれども、実際に２年度末で１億１千８６１万９千円という残高がございます。 

 その中で、実際に、ちょっと当初の給付費の交付申請の際、これぐらい伸びがあるだ

ろうというふうなことで、当初の交付申請の際には当時の予定の給付以外等々の申請等

をさせていただいている状況でございました。ただ、やはり精算通知の中で、件数等は

当時の実際の件数がやはり、給付額もそうですが、若干の差がやっぱり出てきてしまっ

たというふうなことで、返還金または交付金等々が発生しているというふうな状況でご

ざいます。 

○西田委員 だから、令和３年、決算で締めたら、１億１千８６１万８千５６１円やった

けど、そういう差額のまだ、締めておきながらも、令和２年締めておきながらも、まだ

動いているものがあるから、実際の令和２年度の残ったお金が１億４千万円と言ってい

るの。ちょっと分からへん。 

 だって、介護保険、余ったお金はありませんというけど、３年で計算するから、今ま

で説明したのは、３年でそんだけ要るんであったら、１年目はちょっと少なくて、２年

目でとんとんになって、３年目はちょっと増えて、この１年残った分は３年に積んで、

平準になっていくと言うたから、このお金にはその分が、残った分が積んだやつが、令

和３年度末やったね。この、今進んでいるやつの末のお金がこの金額ですという数字な

んですか。 

○武部福祉介護課長 過去からの基金残高については、まずは令和２年度の末分残高とい

うことで、実際に１億１千８６１万９千円あるというふうな形になります。 

 それと、先ほど言いました令和３年度になりますと、３年度の予定額といたしまして

は、２１頁の一番右側に１億４千３７１万円というふうな形になるんですけれども、そ

の中で、先ほど言いました実際の国・府等一部費等の精算金が見込まれて、発生します

ので、それは精算後が一番右端の令和３年度の末の予定額というふうな形になります。 

○西田委員 本当は、その精算がマイナスというたらマイナスやけど、プラスであったら、

それは令和２年度の決算の基金に、本当はそれが精算できていたらもっとあったという

ことですね。 
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○武部福祉介護課長 はい、そのとおりです。 

○西田委員 でも、ここの数字ではそうやって、３２８頁ではそう書いているし、実際精

算し終わったときには１億１千８００万円、これよりもようさんこの第７期では残した

という認識でいいんですね。 

○武部福祉介護課長 はい、実際はそういうふうな形になります。 

○山田委員長 もういいですか。 

○西田委員 はい。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 認定第５号を原案どおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第５号、令和２年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

は、原案どおり認定することに決しました。 

 次に、認定第６号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について、説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 それでは、私のほうから、認定第６号、令和２年度太子町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について、内容のご説明を申し上げます。 

 それではまず、附属説明資料をお願いします。 

 １頁でございますが、歳入からご説明申し上げます。 

 歳入合計２億２千５５１万５千円で、前年度と比べて２千３９３万円、１１.９％の

増となっております。 
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 まず、保険料ですが、１億８千６５万１千円。これは、令和２年度は保険料率の改定

があったこと、また、被保険者数の増加に伴い、前年度と比べて２千３６万８千円、１

２.７％の大幅な増となっております。 

 次に、一般会計繰入金ですが、３千８４７万５千円で、対前年度比３０９万８千円、

８.８％の増となっております。増の要因としましては、コンビニ収納が一定普及して

いることによる事務費で、２６万４千円、８.１％、また、給付費利用者の保険料軽減

の段階的見直しに伴う保険基盤安定繰入金では、前年度と比べて２８３万４千円、８.

８％の増となっております。 

 また、諸収入につきましては、前年度に続きまして令和２年度も収入はございません

でした。 

 次の国庫補助金は、税制改正の所得及び基礎控除額の見直しによる影響が保険料に生

じないようシステムの改修を行った委託料で、１９万８千円皆増となってございます。 

 次に、中段左以降なんですけれども、歳出でございます。 

 歳出合計２億１千８５３万３千円で、対前年度比２千３１３万１千円、１１.８％の

増となっております。総務費でございますが、一般管理費では、先の国庫補助金による

電算機器のシステム改修委託料の増により、対前年度比２６万４千円、１２.１％増の

２４５万１千円となっております。一方、徴収費はコンビニ収納に係る経費の増加など

により、前年度比２２万円、２０.８％増の１２７万９千円となり、総務費全体では４

８万４千円、１４.９％増の３７３万円となっております。 

 次に、広域連合納付金ですが、前年度と比べまして２千２４６万８千円、１１.７％

増の２億１千４４１万１千円となっております。これは、歳入で申し上げましたとおり、

令和２年度は保険料率の改定があったこと、また、被保険者数の増加に加え、特例軽減

の段階的見直しに伴い保険料収入が大幅に増加したことによるものとなっております。 

 また、この広域連合納付金の財源につきましては、納付していただきました保険料に

加え、一般会計からの保険基盤安定繰入金で賄っております。 

 なお、歳入歳出差引額６９８万２千円の黒字となっておりますが、これは３月分の保

険料収納相当額であり、令和３年度に繰り越し、広域連合納付金として納付する財源で

ございます。 

 次に、２頁でございます。 

 ２、被保険者数の状況ですが、令和２年度末時点でございますが、１千９４２人とな
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っており、前年度より３１人、１.６％の増加となっております。 

 次に、３、保険料の収納状況でございますが、収納率のうち年金からの特別徴収は１

００％で、普通徴収の現年度分は９９.８％、特別徴収と普通徴収の両方を合わせた現

年度合計で９９.９％の収納率となっております。 

 また、表の中央の列、還付未済額２３万４千９８８円につきましては、保険料収納後

に異動や死亡等によりまして保険料の還付が発生しますが、その年度内に処理ができな

かった分を計上しております。右隣の不納欠損額８万２千５８５円は、被保険者の死亡

や生活保護開始などにより欠損処理をしております。 

 ４、保険料の賦課状況でございます。まず（１）保険料賦課料率等及び賦課限度額は、

２年に１度の改定があり、令和２年度は均等割が５万４千１１１円、所得割が１０.５

２％、賦課限度額は６４万円となっております。 

 なお、令和３年度におきましても、同じ保険料率となります。 

 次に、（２）保険料軽減の状況ですが、７割、５割、２割に加えて被用者保険の旧被

扶養者を加えた合計で、前年度に比べ５０人増の１千１５９人で、全体の５９.７％の

方が軽減を受けておられるという状況にございます。 

 なお、年金収入が８０万円以下の方の特例軽減の対象者数は４３１人となっており、

前年度と比べ８人の減となっております。 

 また、軽減後１人当たりの保険料は本算定時点で９万２千４円ございます。 

 以上で附属説明資料の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、決算書のほうをお願いいたします。 

 歳出のほうからご説明申し上げます。 

 決算書の３４４、３４５頁をお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額２４５万１千２９６円は、

被保険者証や限度額認定証の郵送料、電算システムに係る自治体クラウド利用料となっ

ております。 

 ２項徴収費、１目徴収費、支出済額１２７万８千６７８円は、納入通知書や督促状等

の印刷代及び郵送料のほか、納入通知書や保険料の納付確認書の作成及び封入封緘作業

等の業務委託料となっております。 

 ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、１目広域連合納付金、支出済額２億１千

４４１万１千１８円は、保険料及び保険料の軽減分として保険基盤安定繰入金を広域連
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合へ納付しております。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、支出済額３９万２千

４０７円は、過年度分の保険料に係る還付金でございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に歳入でございます。１頁お戻りいただきまして、３４２、３４３頁をお願いしま

す。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、収入

済額１億５７９万３千６２７円となっております。２目普通徴収保険料、１節現年度分、

収入済額７千４７３万９千２１円、２節滞納繰越分、収入済額１１万８千２９８円とな

っております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、収入済額８千４００円となっ

ております。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、収入済額３５１万２７４円は、

歳出の総務費に充当しております。 

 ２目保険基盤安定繰入金、収入済額３千４９６万４千２８９円は、政令軽減を受けて

いる１千１５９人分の保険料軽減額を一般会計から繰り入れるものでございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額６１８万３千３３３円は、平成３１

年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入につきましては、令和２年度の収入はございませんでした。 

 後に、６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目高齢者医療制度円滑運営事業費医療

費補助金、収入済額１９万８千円は、税制改正に伴うシステム改修費用に係る補助金で

ございます。 

 令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明につきましては、以上

でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○山田委員長 ただいま、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 先ほどの国保特会のほうと同じような状況というのがここでもあるのかとい
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う内容なんですけれども、住民１人当たりの医療費なんですけれども、府内での状況と

いいますと、どんなもんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 太子町の医療費なんですけれども、１人当たり医療費でございます

が、９１万７千９５５円となって、これ、費用額ですので、１０割費用になっておりま

す。これにつきましては、大阪府内では 下位の４３番目となっていますので、国民健

康保険でも説明させていただいたように、保険料がそこそこ、やっぱり所得の関係で高

い感じがします。 

 医療費については、今までのこれは町の取組というんですかね、健康維持に係る事業

が功を奏しているのかなというふうに思います。 

 それであと、大阪府全体で見るとどうなるのかということなんですけど、大阪府全体

でいうと、ちょっとお待ちください。 

 はい、すいません、１人当たりの医療費の状況ということで、大阪府でいくと、ちょ

っとまた、平成３０年度分までしかないんですけれども、実際のところ、その年で、全

国で見ますと７位。その前の年、平成２９年度では６位。２８年度も６位。全体的に医

療費が高いという状況でございます。 

 以上です。 

○斧田委員 はい、ありがとうございます。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 国保と介護と一緒で、後期もコロナの減免があったと思うんですが、これに

ついては歳入に災害等臨時特例補助金がありませんが、やっぱり年金からで３割も減っ

てという人がいらっしゃらなくて、コロナ減免にかかっている方はいらっしゃらないと

いうことですか。 

○松岡保険医療課長 そうですね、国保、介護と違いまして、災害時特別臨時交付金、臨

時補助金ですね。それは上がっていないという形になりますけれども、実際におきまし

ては、コロナウイルス感染症による後期高齢者医療の保険料の減免ということで、太子

町では、平成３１年度２人、２年度で２人、現在３人ということになっています。 

 この会計につきましては、元々その母体が高齢者広域連合のほうになってしまいまし

たので、太子町に直接その補助金が入るというような仕組みにはなってございません。

その点、ちょっとご留意のほうはよろしくお願いします。 

○西田委員 ありがとうございます。 
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 先ほど斧田委員の質問で、医療費は大阪府は高いんやよということで、ですから、保

険料も全国的に高かったと思うんですが、令和２年、３年度の被保険者１人当たりの平

均保険料額、月額が欲しいんですけど、月額幾らかご存じでしょうか。 

○松岡保険医療課長 保険料の質問です。 

 令和２年度の、太子町ベースなんですけれども、太子町の保険料につきましては、月

額ベースで７千６６７円、年額にしますと９万２千４円ということで、これは令和２年

度の７月本算定時の数字となります。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 中々見えてこないと思うんですが、後期高齢者でいけば、国保ほど予算に比べて医療

の診療控えとかは見えてこないんですか。どうなんでしょう。 

○松岡保険医療課長 後期高齢者医療の新型コロナウイルスに関する受診控えの状況とい

うことですけれども、まだ２年度決算が出ておりませんので、こちらのほうで確認でき

るのが３０年度と３１年度の状況でございます。 

 ちょっと数字を羅列してしまいますけれども、平成３０年度につきましては、大阪府

内の件数ベースで４万６千９８６件、費用額ベースで１６億３千６８２万８千９５９円、

平成３１年度におきましては、件数、プラス増なんですけど、５万９７１件、費用額に

ついては１７億８３１万４千１８９円。これを見ますと、単純比較では影響は見られま

せん。 

 ただ、１人当たり費用額を見ますと、平成３０年度につきましては９２万１千９６９

円、平成３１年度におきましては９１万７千９５５円となっており、これは被保険者数

が徐々に増加している中で、１人当たりの費用額は減少しているということを鑑みると、

受診控えが若干見られるのかなというふうに考えております。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 この保険料を払うということも続けてずっとやねんけど、国保も高い、介護も高い。

後期高齢者は、できたときは軽減策をもって、そんなに払わなくていいよというところ

から始まっていますが、特例がどんどん払われてきて、今、平均保険医療で、太子町で

いけば７千６６７円。これって大概の金額やと思うんですが、払わなあかんようになっ

ていて、だけど、資料にありますように、何らかの軽減を受けている人が６割近いとい

う数字があるではないですか。この中で、まだできていないし、これから先のことなん

ですけれども、国のほうでは年金生活者や所得の少ないこの高齢者、窓口で払う料、こ
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れもそんなようさん払わんでいいですよって１割負担だったんですけれども、２倍化し

ようとしているではないですか。こんなことされたら、太子町の住民さん、７５歳以上

の方の高齢者の暮らしとか、もう病院に行くのやめようかなと思って、命に関わること

になるんですけれども、もしそういうふうに、保険料は高いし、窓口に行ったら医療費

を支払うのが高かったら、そういう制度にどんどん改悪されたら、住民さんが大変にな

るなという認識はお持ちでしょうか。 

○松岡保険医療課長 今、自己負担の２倍、それに伴いまして受診控えが増えたりする、

どう思われるのかということです。 

 今現在の人口の構成を見ますと、少子高齢化が急速に進んでいる状況で、生産年齢に

保険料現役世代がやっぱり減少しております。その中で、後期高齢者医療制度は、負担

と給付のバランスを取りながら、必要に応じて制度の見直しをしているものの、先ほど

質問にもございましたように、今後においても様々な改正が見込まれるということなど、

取り組むべき課題があるということは認識しております。 

 これからの人口構成も踏まえますと、制度を支える現役世代の理解を得ることが不可

欠でございます。当然負担能力のある方には相応の負担をいただくことで、後期高齢者

支援金の負担を軽減し、現役世代の保険料負担の上昇を抑えることは重要かなというふ

うに考えています。 

 しかしながら、軽減の対象者や軽減額、実際比較した数字は、今、答弁しておりませ

んけれども、これを見ますと、被保険者数が増加し、それに伴い特例軽減もなくなるの

が、実際に基盤安定等々で繰り入れる枠というのは、２年度と平成３１年度を見ますと、

逆に増えている状態にあります。これを見ますと、収入の少ない被保険者が増加してい

るということも考えられます。その中で町としてできることは、大阪府の後期高齢者医

療広域連合と連携を密にしながら、制度の円滑な運営といいますか、制度の改正等々を

満たして、意見を要望してまいるという姿勢で臨みたいというふうに考えております。 

○西田委員 本当に保険料を払われへんで、お医者さんにかかられへんで、お亡くなりに

なるような人があったら困りますし、ところがこの普通徴収と特別徴収がありますから、

年金から天引きされると中々もう残ったお金でやっていけということで、大変やろうな

と思うんです。 

 先ほど負担と給付のバランス、現役世代の方も高齢者の医療分とかを見るのは大変や

からって、そういうところを見て国は制度改正もしていると言いますけど、やっぱり２



－２２２－ 

割負担にしたって、現役世代、どれぐらい、２割負担の高齢者も大変やけど、私らちょ

っと楽になったわというその金額を計算したら、１人当たりたった月３０円。３０円下

がって、負担軽減と言いますよね。だけど、このことをすることによって、国と自治体

は公費だけで１億１千４０万円減らせるんですって。統一のそんなん、計算の中で。 

 だから、誰が得するということはないですけれども、誰が富めるかというたら、国や

自治体だけで、現役世代も楽にはなれへんし、高齢者には負担を押しつける。そういう

のが来年１０月から高齢者の医療費負担、２倍というのを考えているのが今の政権で、

コロナ禍の中でやったらあかんことをやっているんやなというのが改めてよく分かる話

だと思っております。 

 ぜひ、大阪府だってお金を貯めることが仕事ではないと思いますので、コロナ禍の中

では基金を崩してでも、ちょっとでも、それだけでも全国でも高いんですから、引き下

げるとか据置きとか、努力をした令和２、３、４年度を迎えられるように声を上げてい

っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○藤井委員 よろしくお願いします。認定第６号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論を行います。 

 ６５歳以上の介護保険料は、この４月から全国平均で基準額が月６千円を超えました。

太子町でも６千４８０円で、２０００年の制度発足時は２千９２５円でしたから、約２.

２倍も高くなっています。 

 ７５歳以上の医療費保険料も、改正の度、上昇しており、２０２０年度、２０２１年

度の被保険者１人当たり平均保険料額月７千６６７円です。介護保険料を払い、後期高

齢者医療保険料を払えば、残った年金はあと僅かです。年々下がっていく状況で、６割

近くの方が減免制度を受けている収入で、高齢者の負担は限界です。 

 ところが、これで高齢者いじめが終わるわけではありません。現在、７５歳以上の窓

口負担は、現役世代並みの所得のある一部の人を省いてかかった医療費の１割の負担と



－２２３－ 

なっていますが、来年１０月から１割を負担する人のうち年金などの収入が単身で２０

０万円、夫婦２人なら３２０万円以上などの条件を満たす約３７０万人について２割に

引き上げる法律が強行されました。政府は、２割負担による受診抑制で医療給付費が１

千５０億円減ると試算しています。高齢者にとって、通院や薬を減らすことは病状悪化

に直結します。必要な医療を受けられなくなることを前提にした負担増は許されません。

２割負担導入は、断固撤回すべきです。 

 政府は、同時に現役世代の保険料負担の軽減を強調します。しかし、現役世代の負担

軽減額は１人当たりたった月３０円です。 も削減されるのは国、自治体の公費１千１

４０億円で、公的な社会保険保障費の削減を推進するものです。国に求められているの

は、何より減らしてきた高齢者医療の国庫負担割合を元に戻すことです。 

 厚労大臣は現役世代の負担軽減策を問われ、安定的な制度にするには弥縫策では難し

いと答えました。２割負担、３割負担の対象拡大を含む限りない負担増と給付抑制を宣

言するものです。コロナ禍でも大もうけしている大企業や富裕層に応分の負担を求め、

社会保障財源を拡充し、国民が安心できる福祉制度の充実、医療、介護の制度にするこ

とが急務です。 

 高齢者に負担を押しつける、世界でも例を見ない高齢者いじめの後期高齢者医療制度

の廃止を求め、反対の討論とします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○ 本（博）委員 認定第６号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、賛成の立場で討論を行います。 

 少子高齢化が急速に進展し、生産年齢である現役世代が減少していく中で、後期高齢

者医療制度は負担と供給のバランスを取りながら必要に応じて制度の見直しをしている

ものの、今後においても様々な改正が見込まれるなど、取り組むべき課題は山積してい

ると思われます。 

 また、これからの人口構成も踏まえ、全ての世代の方々に理解が得られる持続が可能

な社会保障制度として、次世代に引き継ぐことが求められています。 

 後期高齢者医療制度を持続可能なものとするためには、制度を支える全世代の理解を

得ることが不可欠であり、負担能力のある方には相応のご負担をいただくことで、後期

高齢者支援金の負担を軽減し、現役世代の保険料負担の上昇を抑えることも重要です。 
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 本町の令和２年度予算の執行は、制度の趣旨にのっとり、全般にわたり適切な事業運

営をされており、一定評価できるものと考えます。引き続き大阪府後期高齢者医療広域

連合と連携を密にし、制度の円滑な運営を続けることを要望いたしまして、本決算の賛

成討論といたします。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第６号を原案どおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○山田委員長 起立６名、反対２名、賛成多数でございます。 

 よって、認定第６号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することに決しました。 

 次に、補正予算案件の議案第２８号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 議案第２８号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について、内容のご説明を申し上げます。 

 令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条、第１項予算の総額でございます。規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１千

４０８万８千円追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億２千２８７万２千円とす

るものでございます。 

 次に、歳出の内容でございます。 

 恐れ入ります。８頁、９頁、お願いいたします。 

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、補正額１千２２０万９

千円は、２４節積立金で、前年度の繰越金のうち８款の町支出金に計上いたしておりま

す国・府支出金等返還金に充てた残余を計上し、財政調整基金に積み立てるものでござ

います。 

 次に、８款町支出金、１項町負担金及び還付加算金、３目償還金、補正額１８７万９

千円は、２２節償還金利子及び割引料の国・府支出金返還金で、１８７万９千円計上し
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ております。これは、前年度の特定健診等の医療費の確定を受けて超過交付となった

国・府負担金を返還するものでございます。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 恐れ入ります。１頁お戻りいただきまして、６、７頁お願いいたします。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目前年度繰越金、補正額１千４０８万８千円は、令和２

年度からの前年度繰越金でございます。 

 令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の内容の説明は以上でご

ざいます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○山田委員長 ただいま、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 国保も、先ほどちょっとややこしいことをいろいろ言っていましたが、２年

度の決算が８千９８１万７千５０５円やけどという、いろいろ精算していたら、この今

出た分、１千２２０万９千円か。それは令和２年度で残ったお金と思っていいというこ

とですか。 

○松岡保険医療課長 はい、そのとおりです。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第２８号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田委員長 ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第２８号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

は、原案どおり可決することに決しました。 

 次に、議案第２９号、令和３年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号）、これ

を議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○武部福祉介護課長 それでは、議案第２９号、令和３年度太子町介護保険特別会計補正

予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 

 それでは、精算書の令和３年度太子町介護保険特別会計補正予算書１頁をお開き願い

ます。 

 第１条、第１項、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５千７３万２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１４億３千５７５万６千円とするものでござい

ます。 

 それでは、補正予算書の８頁、９頁をお開き願います。 

 歳出から説明させていただきます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備金積立金、補正額２千５０９

万１千円は、令和２年度の決算繰越金から国、府、及び支払基金からの負担金及び令和

２年度の低所得者保険料軽減事業負担金等を精算し、残金を介護給付費準備基金に積み

立てるものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額２千５６４万１千円

は、国、府及び支払基金への返還金で、前年度の介護給付費に係る負担金及び地域支援

事業に係る交付金の精算によるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、６頁、７頁の歳入でございます。 

 ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額１千１３

１万５千円は、前年度の介護給付費に係る負担金の精算に伴う追加交付分でございます。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目低所得者保険料軽減負担金、補正額２９万９

千円は、前年度の低所得者保険料軽減に係る負担金の精算に伴う追加交付分でございま

す。 

 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額３千９１１万８千円は、令和２年の決

算の歳入総額から歳出総額を差し引きました繰越金でございます。 

 以上で、令和３年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号）の内容の説明を終わ
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らせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い

いたします。 

○山田委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 では、これも一緒で、さっきもう、ちょっと先走って今度は言っちゃってい

た部分になるのかもしれませんが、結局令和２年度、精算したら、１億４千３７１万１

千円が基金として残ったお金ですということになるんですか。 

○武部福祉介護課長 はい、そのとおりでございます。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第２９号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２９号、令和３年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

原案どおり可決することに決しました。 

 次に、請願第２号、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂をあらゆる埋立に使用しない

よう求める意見書」の提出を求める請願、これを議題といたします。 

 本件について紹介議員に説明を求めます。 

○西田委員 この請願の説明をさせていただきます。 

 内容につきましては、開会の日に要旨を説明させていただきましたので、ご存じとい

うことで省略させていただきますが、私と藤井千代美議員が紹介議員になりまして、

「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂をあらゆる埋立に使用しないよう求める意見書」の

提出を求める請願、これは住民の岡野秀子さん、柿沼康隆さん、髙谷一二三さん、美佐
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田和之さん、湯川恭さん、この５名から出されているものです。ぜひご賛同いただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○山田委員長 それでは、本請願の取扱いについて、これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○建石委員 １つだけ確認なんですけれども、この表題の中に「あらゆる埋立に使用しな

い」と表されているんですけれども、これは詳しく言えばどういうことふうに取ったら

いいんですか。 

○西田委員 もう一つ、この分と一緒に意見書もあったと思うんですが、そこにはその文

言がなかったと思うので、私も紹介議員になるときにこれをお尋ねしたんです。 

 書かれていることは、沖縄のことを書いていますけれども、沖縄のみならず日本各地

でし、これは 本馨議員に教えていただいたんですが、そういう遺骨があるのは何も沖

縄に限らず、あらゆる、フィリピンだったりとかもありますし、全て含んで言ってほし

いなと。沖縄１つの問題ではなくて、日本国全体で考えることの１つとして、日本の土

やから、沖縄の土を使わんで、ほな日本の土でええんか、そこに遺骨があってもええん

か、そこに遺骨があってもええんかというと、それも駄目やからという思いも含めて、

「あらゆる」と書かせていただきましたとおっしゃっていました。 

○建石委員 ということは、今、ミャンマーと辺野古の部分に関しては別の問題として理

解すればいいわけですね。 

○西田委員 すいません、別の問題ということは、基地をどうすんねんとか、辺野古を守

れ、守れないとか、そういうことは置いといてということで。逆質問になってすいませ

ん。でしょうか。 

○山田委員長 いいですか。 

○建石委員 はい、いいです。 

○山田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 
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 請願第２号、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂をあらゆる埋立に使用しないよう求

める意見書」の提出を求める請願について、採択とすることに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立８名・反対０名） 

○山田委員長 起立８名、反対ゼロ。 

 よって、賛成多数でございます。請願第２号、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を

あらゆる埋立に使用しないよう求める意見書」の提出を求める請願は、本委員会では採

択とすることに決しました。 

 以上で、本日の審議事項は全て終了いたしました。 

 これにて委員会を散会させていただきます。 

 本日はお疲れさまでございました。 

午後 ２時１３分 閉 会 

                                        

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 
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